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承 認 日
改 訂 日
登録コード       110607001

１．対象製品
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用クレセント 略称：CjK クレセント 

２．標準(共通)化の部位
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用クレセント の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付穴ピッチ
Ｂ：はたらき高さ  
Ｃ：かかり寸法    

３．寸法・形状
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用クレセント寸法は、表１に示す４種類とする。

表１－各部位の寸法と組合せパターン
単位：mm

① ② ③ ④
Ａ：取付穴ピッチ ５０ ６０
Ｂ：はたらき高さ  １８ ２１ １８ ２１
Ｃ：かかり寸法    

各寸法の基準の範囲を表２に示す。

単位：mm

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2009年3月10日
2016年4月28日

項 目 基準の範囲

項 目

図１－標準(共通)化の部位

表２－基準の範囲

２５

４５

Ｃ：かかり寸法    ±１．０

Ａ：取付け穴ピッチ
＋０,

－３．０

Ｂ：はたらき高さ  
＋０．５,
－１．５

Ａ
 

Ｂ Ｃ 



４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解　説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記：専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・”図1.側面図”見え掛り修正
・”許容差”を”基準の範囲”に改訂
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



登録コード

１．対象部材
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用戸車 略称：CjK 戸車

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：タイヤ溝のＲ

Ｂ：ハウジング上端からタイヤ溝

Ｃ：ハウジング幅

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

窓用 単位：mm

テラス用 単位：mm

テラス用 単位：mm

６５Ｂ ４５ ３５ ４０ ４５１７．５ ３０

３．５

Ｂ ３０ ４０ ５０

Ｃ

寸法

≦１６．５

≦１６．５

Ａ ２．０

Ｃ

項目
⑮ ⑯ ⑰

Ａ ５．０

項目
⑧ ⑨ ⑩ ⑪

寸法

⑫ ⑬ ⑭

２５ ３５ ２０

Ｃ ≦１６．５

Ｂ １７．５ ２５ ３０ ２０

Ａ ２．０ ３．５ ５．０

110607002

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

長期使用対応部材基準書

承 認 日 2010年3月8日

改 訂 日 2026年1月22日

Ａ

Ｃ

Ｂ

ハウジング

タイヤ



各寸法の基準の範囲を表２に示す。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

・戸車は調整戸車を対象とし、表１のＢ寸法は調整範囲の最小値とする。

・戸車のタイヤ形状は、溝車とする。(JIS A 5545:2011に規定する)

・戸車のタイヤ数は、１個のものを対象とする。

5.2 タイヤ溝Ｒとサッシレールの先端Ｒの関係

タイヤ溝Ｒ(Ａ寸法)は、サッシレールの先端Ｒとの組合せがあるので、その関係を

記載する。(図２および表３)

単位：mm

６．解説
6.1 戸車にかかる荷重と戸車高さについて

JIS A 5545：2011”サッシ用金物”にて”戸車の走行性能試験”が記されている。

試験方法は、戸車を取り付けた戸を往復運動させ、戸車の走行性能を確認するもので

あり、戸車にかかる荷重や往復回数、戸車高さ(外径寸法)の関係についてが規定され

ている。試験時における確認事項として、使用上支障のある横振れ及び縦振れがない

こととなっており、戸車選定の際は専門業者による確認が必要である。

タイヤ溝Ｒ(Ａ寸法) Ｒ５．０ Ｒ３．５ Ｒ２．０

レール先端Ｒ Ｒ４．０ Ｒ３．０ Ｒ１．７ Ｒ１．５

表３－タイヤ溝Ｒとレール先端Ｒの関係

項目 ① ② ③ ④

Ｂ：ハウジング上端からタイヤ溝 ±２．０

Ｃ：ハウジング幅 ―

図２－タイヤ溝Ｒとレール先端Ｒ

Ａ：タイヤ溝のＲ
＋０

-０．５

表２－基準の範囲

項目 基準の範囲

レール先端Ｒ

Ａ



6.2 戸車の取り付け方法について

サッシの戸車取り付け方法は様々で、固定方法によっては容易に交換できない場合が

ある。また、戸車選定の際はハウジング幅寸法特定の為、取付け側(サッシ)の部材

寸法の測定が必要であり、戸車選定の際は専門業者による確認が必要である。

6.3 テラス用とは

住宅の居室からテラス、バルコニーなどに出入りできるようにした窓をテラス用、

それ以外を窓用と定義した。

6.4 調整戸車とは

高さをドライバー等で調整し建付け調整できる戸車をいう。

注記)一般の方が当該部品交換を行うことは危険が大きく、実際に苦情として発生して

　　 いることより、PL上の免責も配慮し解説6.1、6.2を記載した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載

・”５．特記事項”掲載内容の一部を”６．解説”に移動

・”許容差”を”基準の範囲”に改訂

・標準化の部位に規定していたレールのＲを削除し特記事項に記載

・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

8.3 2019年11月28日改訂

・”２．標準(共通)化の部位”Ｂ寸法取合い変更

・”３．寸法・形状”表１の掲載形式を変更

・”５．特記事項”5.1 対象の範囲 に事項追加

・”５．特記事項”表３にタイプ④追加

・”６．解説”表４－試験荷重及び往復回数 を削除

・”６．解説”6.1 説明文章、表４削除に伴う改訂

・”６．解説”に6.2、6.3、6.4を追加

8.4 2024年1月25日改訂

３．寸法・形状の表１に①を追加 (追加に伴う既存タイプ番号の変更)

8.5 2026年1月22日改訂

３．寸法・形状の表１にタイプ⑨、⑩の追加 (追加に伴う既存タイプ番号の変更)



承 認 日
改 訂 日
登録コード 111903005

１．対象部材
平形屋根用スレート 略称：CjK スレート

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：スレートの全幅
Ｂ：スレートの全長
Ｃ：スレートの働き長さ
Ｄ：スレートの厚み

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

表１－各部位の寸法
単位：mm
寸法

９１０
４１４
１８２
５．２

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 交換

施工後に１枚単位でスレートの差し替えができること。

Ｃ：スレートの働き長さ
Ｄ：スレートの厚み

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2011年9月15日
2026年3月19日

項目
Ａ：スレートの全幅
Ｂ：スレートの全長

Ａ

Ｂ



６．解説
6.1 側端部目地の形状

スレートの側端部には図２に示すような目地が施されている場合がある。屋根に葺いた状態でその
外観を比較した時、 目地の有無により外観の差が明確にわかるため、これまで基準書ではそれを
区別してきた。しかしながら、意匠の差はあるものの交換は可能であるため標準化対象外とした。

Ｍ：側端部突合せ目地幅

図２－側端部目地の例
6.2 下端部段差の形状

スレートの下端部には図３に示すような凹凸が施されている場合がある。下端の凹凸は10mm以内で
あれば、意匠の差が小さいので交換後の違和感も小さいと判断し標準化の部位としていた。この部位
についても”6.1側端部目地の形状”と同様に、意匠の差はあるものの交換は可能なため標準化対象外
とした。

Ｎ：下端部段差

図３－下端部段差の例
6.3 表面の凹凸のテクスチャ(樹皮柄、木目柄)

・屋根に葺いた状態での外観上の差異は、あまり感じられず、標準化対象外とした。
・色については、塗装による補修対応が可能のため、標準化対象外とした。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年4月24日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一
・色に関する規定の削除
・メーカー・製品名の固有名詞表記を取止め

8.2 2026年3月19日改訂
・”側端部形状”と”下端部形状”は交換修理（互換性）には影響しないと判断し、標準化部位
  から外した。また、その経緯がわかるよう”６．解説”に説明を加えた。
・”３．寸法・形状”の中で、寸法許容差の記述を削除した。
・JIS規格品以外にも対象を拡げるため、”5.2 対象範囲”を削除した。
・表の書式や表現を現行の書式に統一した。

Ｍ

N



承 認 日
改 訂 日
登録コード 110607007

１．対象部材
戸建住宅玄関ドア用本締錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ Ｆ：鎌部のチリ寸法
Ｂ：ケースの取付けピッチ Ｇ：バックセット
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法 Ｈ：フロントの厚さ
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法 Ｉ：フロントの幅
Ｅ：デッドボルトの幅寸法

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
１２４ １３５ １３６ １４９ １８５ １３０
１００ １１５ １１０ １２５ １６５ １１０

３６．５ ４３ ３７ ３６．５ ３９ ３７
２７．５ ２６ ３０ ３９．５ ３２ ３０

２８ ２９ ２５ ２５
１５ １３ １５

６４ ５１ ５１ ６４
４ ４．５ ４．５ ４

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2011年9月15日

１３

表１－各部位の寸法

2018年3月22日

Ｉ：フロントの幅

２５

２４．８≦Ｉ≦２５

寸法

４
６４

項目

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法
Ｅ：デッドボルトの幅寸法
Ｆ：鎌部のチリ寸法
Ｇ：バックセット
Ｈ：フロントの厚さ

Ａ Ｄ
Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｇ
Ｈ

Ｅ

Ｉ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象範囲

一般的な本締錠を対象とし、防犯錠(ＣＰ錠)は対象外とする。

６．解説
6.1 本締錠

ラッチボルトのないデッドボルトのみの錠。キーまたはサムターンで施解錠する。
6.2 取付について

部材のドア本体への取付は、Ｍ４皿小ねじを用いる。
6.3 標準(共通)化の部位について

ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・”５．特記事項”掲載内容の一部を”６．解　説”に移動
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2018年3月22日改訂
・基準書作成要領の改訂に順ずる改訂
・”２．標準(共通)化の部位”にＨ、Ｉ項追加
・”３．寸法・形状”標準寸法にＨ、Ｉ項追加
・”３．寸法・形状”標準寸法に⑥を追加
・”５．特記事項”に”5.1 対象範囲”を追加
・”６．解説”防犯錠(ＣＰ錠)に関する文章を削除
・”６．解説”本締錠に関する文章の変更
・”６．解説”に取付および標準(共通)化の部位についての文章を追加



承 認 日
改 訂 日
登録コード 110607008

１．対象部材
戸建住宅玄関ドア用✵錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：バックセット
Ｄ：フロントの厚さ
Ｅ：フロントの幅

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：バックセット
Ｄ：フロントの厚さ
Ｅ：フロントの幅

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関㐃部材がලഛすࡁ࡭᮲௳については長住༠+3➼で☜認する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2011年9月15日
2018年3月22日

項目 寸法

６４
４

２４．８≦Ｅ≦２５

表１－各部位の寸法

８２
１０４

Ａ Ｂ

Ｃ
ＤＥ



６．解説
6.1 ✵錠

ᡬが㛢まࡗた状ែで㛤かないように⥔ᣢするたࡵの錠。
ドアࣁࡸࣈࣀンドルをᘔすことでᡬを㛤㛢するࢱ࣒ࢧーン、シリンダーなどの㘽は
取り付かない。

6.2 取付について
部材のドア本体への取付は、Ｍ４皿小ねじを用いる。

6.3 標準(共通)化の部位について
ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・”６．解　説”の⟽錠と防犯錠㸦ＣＰ錠㸧の説明書ࡁ削除
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2018年3月22日改訂
・基準書作成要領の改訂に順ずる改訂
・”２．標準(共通)化の部位”にＤ、Ｅ項追加
・”３．寸法・形状”標準寸法にＤ、Ｅ項追加
・”６．解説”に取付および標準(共通)化の部位についての文章を追加



登録コード 120607009

１．対象部材
玄関ドア用ドアクローザ 略称：CjK ドアクローザ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ　　：扉本体への取付けビスピッチ(Ｗ方向)

Ｂ　　：扉本体への取付けビスピッチ(Ｈ方向)

Ｃ　　：扉取付け用上部ビス心から、アームブラケット先端位置までの高さ

Ｄ・Ｅ：アームブラケット先端部の枠取付けビスピッチ(両端部)

Ｆ　　：アームブラケット先端部の中央部枠取付けビスピッチ

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ・Ｅ

Ｆ

１８

４０

長 期 使 用対 応部 材基 準書

承 認 日 2012年3月8日

１７８ １２３

改 訂 日 2026年1月22日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ② ③ ④

１９ ―

６３ ６９ ７０．５



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 運用上の注意点

 ・作動不良発生等の予防観点から、クローザのセット梱包となっている ドアクローザ

　 本体 と、アームブラケット の両セットでの同時交換を必須とする。

 ・既存ドア本体に取付け済みのアームに、交換用クローザ本体だけの取替えは行わない。

5.2 その他部位の推奨寸法について　

図２に示す、アーム先端部軸心から扉本体へのビス止め位置(部位Ｇ)、及び、

扉丁番の軸心から扉取付けビス位置までの寸法(部位Ｈ)の両部位を推奨寸法とし、

表２に定める。

　一般に、部位Ｇはアームの有す長さ調整代の範囲内で、相応の対応が可能であること、

また、部位Ｈはドア本体とクローザ本体との取り付け位置を示す部位であることから、

推奨寸法としての位置づけとする。

Ｇ：アーム先端部軸心から扉本体へのビス止め位置

Ｈ：扉丁番の軸心から扉取付けビス位置までの寸法

図２－推奨寸法の部位

単位：mm

Ｇ ８ ３６ ２

Ｈ １４５ ８７ １６４

表２－推奨寸法

項目
寸法

① ② ③



６．解説
ドアクローザの各部位の名称を図３に示す。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載

・標準化の部位ＧおよびＨを 標準(共通)化寸法から推奨寸法へ変更

・”5.2　その他部位の推奨寸法について”を追記

・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2021年3月25日改訂

・表１および表２に”③”追加

8.4 2026年1月22日改訂

・３．寸法・形状の表１にタイプ④追加

・図－ドアクローザ　各部位の一般呼称 を ２．標準(共通)化の部位 から

　５．解説 へ移動

図３－ドアクローザ　各部位の一般呼称

キャップ

フォークアーム

アジャストアーム

メインアーム

アームブラケット

ストップカム

本体ブラケット

クローザ本体

（軸心）



承 認 日
改 訂 日
登録コード 120607011

１．対象部材
サッシ網戸用モヘア 略称：CjK モヘア

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：幅
Ｂ：厚み

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：㎜
項目 ① ② ③ ④ ⑤

Ａ：幅 ３．５ ３.７ ４.０ ４.５ ５.２
Ｂ：厚み

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であること
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

引き違いサッシ用の一般的なスライディング網戸のモヘアを対象とする。

６．解説
本製品の納まり図を下記に示す。

室外側
本製品（網戸用モヘア） 取付位置

網
網戸たて部材

サッシ接触面

室内側 網戸姿図

図２－納まり図

長 期 使 用 対 応 部 材基 準書
2012年9月27日
2020年1月30日

図１－標準(共通)化の部位

０.８≦Ｂ≦１．０

表１－各部位の寸法と組合せパターン

Ａ

Ｂ



７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・”５．特記事項”掲載内容を”６．解説”に移動
・符号、書式の統一

8.2 2016年1月28日改訂
・”３．寸法・形状”標準寸法の”Ｂ：厚み”寸法の変更
・対象製品名称、略称見直しによる改訂

8.3 2016年4月28日改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.4 2020年1月30日改訂
・”３．寸法・形状”表１のＡ寸法に３．５追加
・”５．特記事項”5.1 対象の範囲を追加



登録コード 120607012

１．対象部材
サッシ網戸用網押さえゴム(突起有) 略称：CjK 網押さえゴム

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：直径

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：直径

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 適応範囲

・網の形式は、下記の網を除くものとする。

　形式：折りたたみ式網戸 及び 巻き取り式網戸　の網

・CjK部材基準書”039 サッシ網戸用樹脂製網”の使用を前提とする。

　各基準書との対応表を表２に示す。

サッシ網戸用網押さえゴム(突起有)

サッシ網戸用樹脂製網

5.2 運用上の注意点

JIS A 4709：2018「サッシ用網戸」では、網の保持力の規定があり、本部材 及び 

サッシ網戸用樹脂製網の選定の際は、専門業者に確認が必要である。

図１－標準(共通)化の部位

承 認 日 2012年9月27日

改 訂 日 2022年3月24日

３．７ ４．５ ４．８

表１－各部位の寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

項目
寸法

① ② ③

表２－基準書タイプ別対応表

コード 基準書名 タイプ

０１２ ①,②,③ ― ①

０３９ ① ② ③

Ａ



６．解説
本部材の納まりを図２に示す。

取付位置

本部材（網押さえゴム）

網

網戸たて部材 

サッシ接触面

網戸姿図

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載

・”５．特記事項”掲載内容を”６．解　説”に移動

・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・特記事項追記による改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2022年3月24日改訂

・5.1 適応範囲 を追加

・5.2 運用上の注意点 を追加

図２－部材納まり図

室外側

室内側



登録コード 120607013

１．対象部材
サッシ網戸用網押さえゴム(突起無) 略称：CjK 網押さえゴム

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：直径

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：直径

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 適応範囲

・網の形式は、下記の網を除くものとする。

　形式：折りたたみ式網戸 及び 巻き取り式網戸　の網

・CjK部材基準書”039 サッシ網戸用樹脂製網”の使用を前提とする。

　各基準書との対応表を表２に示す。

サッシ網戸用網押さえゴム(突起無)

サッシ網戸用樹脂製網

5.2 運用上の注意点

JIS A 4709：2018「サッシ用網戸」では、網の保持力の規定があり、本部材 及び 

サッシ網戸用樹脂製網の選定の際は、専門業者に確認が必要である。

図１－標準(共通)化の部位

承 認 日 2012年9月27日

改 訂 日 2022年3月24日

２．９ ３．３ ４．８

表１－各部位の寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

項目
寸法

① ② ③

表２－基準書タイプ別対応表

コード 基準書名 タイプ

０１３ ① ②,③ ―

０３９ ① ② ③

Ａ



６．解説
本部材の納まりを図２に示す。

取付位置

本部材（網押さえゴム）

網

網戸たて部材 

サッシ接触面

網戸姿図

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載

・”５．特記事項”掲載内容を”６．解説”に移動

・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・特記事項追記による改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2022年3月24日改訂

・３．寸法・形状の表１に②、③として２４メッシュ用を追加

・5.1 適応範囲 を追加

・5.2 運用上の注意点 を追加

図２－部材納まり図

室外側

室内側



承 認 日 2013年3月21日

改 訂 日 2016年4月28日

登録コード 131903016

１．対象製品
⢓ᅵ⎰()形ᱞがࢃら) 略称：CjK ⎰

２．標準(共通)化の部位
・⢓ᅵ⎰ (㹄形ᱞがࢃら)の 8タࣇ、ࣉ࢖ルࣛࣇットタࣉ࢖を標準化(共通化)の対象とし、

  標準(共通)化の対象部位を図 １㹼５に示す。

図１－ᖹ面図 図 ２ － <�< ᩿面(図 １) 

図 ３ － ;�; ᩿面(図 １)

図 ４ － ỈୗษḞき部形状

図 ５ － ᒣ部形状(ാき長さ位⨨)

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
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３．寸法・形状
・⢓ᅵ⎰㸦)形ᱞがࢃら㸧の標準寸法を表１に示す。

表１－ ⢓ᅵ⎰()形ᱞがࢃら)の標準寸法

４．表示方法
・印刷物・電子媒体に、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。

  または、”CjK”マークを表示する。

・製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、Ვໟཪは製品⿬面に

  長期使用対応部材であることを表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
・᪋ᕤᚋに１ᯛ単位で⎰の差し᭰えができること。

FUA 㻲ᙧ㼁㻌ᒣᖜᗈ䝍䜲䝥FFA 㻲ᙧ䝣䝹䝣䝷䝑䝖ᒣ有䝍䜲䝥㻌
FUB 㻲ᙧ㼁㻌ᒣᖜ⊃䝍䜲䝥FFB 㻲ᙧ䝣䝹䝣䝷䝑䝖ᒣ無䝍䜲䝥㻌

༢఩䛺䛝ᩘ್䛾༢఩䠖㼙㼙

FUA FUB FFA FFB

㼃㻝䠖 ඲ᖜ

㼃㻞䠖 ാ䛝ᖜ

㻸㻝䠖 ඲㛗

㻸㻞䠖 ാ䛝㛗䛥 ㄪᩚᖜ䛿㼼㻡㼙㼙௨ୖ

㻸㻟䠖 䜰䞁䝎䞊䝷䝑䝥ษḞ㒊㛗䛥 ඛ➃㒊⿬㠃䛿㻸㻟㻩㻞㻜䛷ᖸ΅無し

㻸㻠䠖 有ຠ㛗䛥 ඛ➃㛗䛥᪉ྥẁᕪ㻠㼙㼙௨ෆ

㻸㻡䠖 Ỉୖ❧ୖり఩⨨

㻸㻢䠖 Ỉୗ⿬㠃พ㒊㛤ጞⅬ

㻸㻣䠖 Ỉୗ⿬㠃พ㒊⤊஢Ⅼ

㼀㻝䠖 ⎰ඛ➃Ỉୗഃ㠃ཌ䜏 ാ䛝㛗䛥䞉ᖜ⠊ᅖ䛾᭱኱ཌ䛥

㼀㻞䠖 ാ䛝㛗䛥఩⨨㧗䛥䠄ᱞኳ➃䡚䠅 ⎰ᱞኳ➃䝺䝧䝹䛛䜙䛾㧗䛥

㼀㻟䠖 Ỉୖ❧ୖり㧗䛥

㼀㻠䠖 ⿬㠃᠜㧗䛥 䜰䞁䝎䞊䝷䝑䝥ୗ㠃䞉䝸䝤ୗ➃఩⨨

㻴䡕䠖 ᒣ㒊㧗䛥 䠘㻠 㻜

㼃䡕䠖 ᒣ㒊ᖜ 䍺㻌㻥㻣 䍺㻌㻤㻜 䍺㻝㻜㻤 䠉

㻹䡕䠖 ᒣ㒊䝉䞁䝍䞊఩⨨ 12 䠉

䃗㼥䠖 ᒣ㒊ቃ⏺⥺ゅᗘ 䠉

䡎㼥㻝䠖 ᒣ㒊ୗ㝮㒊᭤⋡༙ᚄ 䠉 䠉

䡎㼥㻞䠖 ᒣ㒊ୖ㝮㒊᭤⋡༙ᚄ 䠉 䠉 つᐃし䛺䛔

㻴㼗䠖 ỈୗษḞ䛝㒊㧗䛥 䍻㻌㻠 䠉

㼃㼗䠖 ỈୗษḞ䛝㒊ୗ㎶ᖜ 䍻㻥㻤 䍻㻌㻤㻝 䍻㻝㻝㻢 䠉

㻹㼗䠖 ỈୗษḞ䛝㒊䝉䞁䝍䞊఩⨨ 165 䠉

䃗㼗䠖 ỈୗษḞ䛝㒊ᩳ㎶ゅᗘ 䠉

䡎㼗㻝䠖 ỈୗษḞ䛝㒊ୗ㒊᭤⋡༙ᚄ 䠉 䠉

䡎㼗㻞䠖 ỈୗษḞ䛝㒊ୖ㒊᭤⋡༙ᚄ 䠉 䠉

㻭䠖 䜰䞁䝎䞊䝷䝑䝥㒊㻌ᖜ W1-W2

㻮䠖 䜸䞊䝞䞊䝷䝑䝥㒊㻌ᖜ 㻭㻩㻠㻞䛾䛸䛝ᖸ΅し䛺䛔ᑍἲ䛸䛩䜛

㻯䠖 䜸䞊䝞䞊䝷䝑䝥㒊㻌ୗ➃䡚ᱞᮌ ᱞᮌୖ㻝㻠㼙㼙䛾఩⨨䜢ቃ⏺䛸䛩䜛
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６．解説
6.1 ⢓ᅵ⎰に࠾ける標準化対象タࣉ࢖

・㏆年、ᬑཬ⋡が高ࡃなࡗた㹄形ᱞがࢃらのࣇルࣛࣇットタ8、ࣉ࢖タࣉ࢖について標準化
  対象とした。ࣇルࣛࣇットタࣉ࢖については、ࠕᒣ有り(ỈୗษḞき有り)ࠖとࠕᒣ無し
  (ỈୗษḞき無し)ࠖ、8タࣉ࢖については、ࠕᒣᖜᗈࠖ、ࠕᒣᖜ⊃ࠖの４タࣉ࢖にศけて
  標準化を行ࡗた。

6.2 ⢓ᅵ⎰に࠾ける஫換ᛶにᙳ㡪を୚える部位について
・⢓ᅵ⎰の交換に࠾いて、࿘㎶の⎰とᖸ΅するࢀࡑ࠾のある部位について、標準化を

  図ࡗた。(図 ６)

<�<᩿面

① Ỉୗ部ඛ➃位⨨(ാき長さ)

② Ỉୗ部ඛ➃位⨨(有ຠ長さ)

③ 㞄の⎰との側面㝽㛫、ᖸ΅(ാきᖜ)

④ アンࢲーࣛッࣉ、࢜ーࣂーࣛッࣉのᖸ΅

յ ⎰のỈୗ部・Ỉୖ部㔜なり

ն ⎰側面の連⥆ᛶ(高さ方ྥ)

図 ６ － 標準化対象部位のᴫせ

6.3 アンࢲーࣛッࣉのྥき
・Ỉୗより見てྥかࡗてᕥ側にアンࢲーࣛッࣉがあるものを標準化対象とした。

6.4 㜵⅏ࣇック
・特許等が⤡ࡳ、௚♫との差ูᛶを図ることも目的となࡗているたࡵ、標準化せ件の対象እ
  とした。(㜵⅏ࣇックの有無にかかࢃらࡎつᐃ形状基準寸法を‶㊊すࡤࢀ、CjKつ᱁に合⮴
  するものとする。㜵⅏ࣇック部位がᖸ΅するሙ合は、⌧ሙで๐㝖するものとする。)
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6.� ⢓ᅵ⎰のᨭᣢⅬ(位⨨ỴࡵⅬ)
・Ỉୖ側の⎰ᱞ掛り部とỈୗඛ➃ୗ㎶とする。(ڸ部)

図 ７ － ⎰ᨭᣢⅬ

6.6 ⢓ᅵ⎰各部位の位⨨をつᐃする基準⥺
D) ὶࢀ方ྥ Ỉୗඛ➃部
E) 高さ(ཌࡳ)方ྥ⎰ୖ面のᖹ面にᖹ行で、⎰ᱞୖ面掛りコーࢼーを通る面
F) ᖜ方ྥ ࢜ーࣂーࣛッࣉ部ὶࢀ方ྥのእ࿘㎶とする。

図 ８ － 基準⥺

6.7 アンࢲーࣛッࣉ、࢜ーࣂーࣛッࣉ部のつᐃ
D) ୖୗの㔜なり部

・⎰ᱞୖ面より14mmの位⨨をቃ⏺面として、࢜ーࣂーࣛッࣉ部はࡑのୖ、
  アンࢲーࣛッࣉ部はࡑのୗ、に位⨨するものとする。
・各ࣛッࣉ部の位⨨は、ࢀࡒࢀࡑにᏑᅾする✺㉳部は無どしてࡑの᰿ඖのレ࣋ル
  にてつᐃする。✺㉳部がᖸ΅するሙ合は、⌧ሙにてษ㝖するものとする。

  

図 㸷 － アンࢲーࣛッࣉと࢜ーࣂーࣛッࣉのቃ⏺(高さ方ྥ) (単位：mm)

⎰ᱞ
⎰ᱞኳ➃C

D 14

⎰ᱞୖ㠃㻌᥃り䝁䞊䝘䞊 



E) ඛ➃部とのᖸ΅ᅇ㑊

・Ỉୗඛ➃部のᆶࢀୗがりとアンࢲーࣛッࣉ部のᖸ΅をᅇ㑊するたࡵ、

  アンࢲーࣛッࣉ部は、Ỉୗඛ➃部より寸法/3௨ୖの位⨨でṆࡵる。

図 １０ － アンࢲーࣛッࣉỈୗ側のษḞき寸法

6.8 Ỉୗ部とỈୖ部の㔜なり部(Ỉୗ⿬面พ部)
・Ỉୖ部のୖ面❧ୖり部とỈୗ⿬面のพࡔࢇ部位のᖸ΅を㑊けるたࡵỈୖ部❧ୖり寸法73と
  ❧ୖり位⨨/�、Ỉୗ⿬面พ部の῝さ74、ጞⅬ位⨨/6、⤊Ⅼ/7の位⨨をつᐃした。
  このとき、基準ാき長さ/2(280)に対して±�mmのㄪᩚ௦を⪃៖する。

(単位：mm)

/�Ӎ304 /1 3�0 㹼 3�6

より、Ỉୖ部❧ୖり長さ/1�/�は、46㹼�2。

こࢀにാき長さのㄪᩚ௦±� をຍえると

�2＋10 62 の࣌ࢫーࢫがᚲせ。

Ỉୗ⿬面พ部ᖜ(/7�/6)は、/� � � の位⨨より 

62 ᚲせとなる。

また、Ỉୖ部❧ୖり部位⨨は、ാき長さㄪᩚ௦�mm

を⪃៖すると、Ỉୗ側に�mmㄪᩚ⛣ືしたሙ合で

/���   304��   299 の位⨨となる。

よࡗてỈୖ側の⎰Ỉୗඛ➃部よりỈୗ⿬面พ部の

ጞⅬは、 299�280   19 よりᑠさࡃ、

Ỉୖ側の⎰Ỉୗඛ➃部よりỈୗ⿬面พ部の

⤊Ⅼは、 299�62�280   81 ௨ୖᚲせとなる。

よࡗて、 /7 Ӎ 81 、 /6 ӌ 19

図 １１ － ⎰㔜なり部形状寸法 また、74と73の関ಀは、 74㸼73 であり、クࣜア

ࣛンࢫを1mm見㎸ࢇでいる。

6.9 ⎰側面の連⥆ᛶ(高さ方ྥ寸法：71)
・⎰側面の高さについて、㞄の⎰とのẁ差を3mm௨ୗとするたࡵ、Ỉୗඛ➃ᨭᣢ部からの
  側面高さ71寸法をつᐃした。(図 １１)
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6.10 ാき長さ位⨨高さ(⎰ᱞኳ➃㹼)のつᐃ
・Ỉୖ側の⎰ඛ➃部が஌るỈୗ側⎰のാき長さ㹊２位⨨で、Ỉୖ側⎰のพฝを3mm௨ୗと
  なるように、⎰ᱞኳ➃からの高さ(72)をつᐃした。(図 １２)

図 １２ －  寸法72のᐃ⩏

6.11 ỈୗษḞき部とാき長さ位⨨でのᒣ部形状
・ỈୗษḞき部の形状については、8タࣉ࢖とࣇルࣛࣇットᒣ有りのሙ合にศけてつᐃする。
D)  8タࣉ࢖ 
・ỈୗษḞき部と⎰୧側面ാき長さ位⨨に࠾けるᒣ部の形状については、┦஫のᖸ΅を
  㑊けるたࡵに、௨ୗの通り位⨨・形状をつᐃした。
・ỈୗษḞき部については、図 １３に示す⥺よりእ側の範囲にษḞきእ形⥺が位⨨する
  ものとし、ᒣ部については、図 １４に示す⥺より内側に位⨨するようにつᐃした。
・8タࣉ࢖のᒣᖜᗈ、ᒣᖜ⊃は、ᒣ部ྎ形を形ᡂするྎ形ᗏ㎶長さ(:\)について、
  80mm௨ୗをᒣᖜ⊃、80mm㉸、97mm௨ୗをᒣᖜᗈとᐃ⩏し、ᒣᖜ⊃タࣉ࢖は、ỈୗษḞき
  ᖜも、ᒣᖜ⊃寸法(81mm௨ୖ)、ᒣᖜᗈタࣉ࢖は、ྠࡃࡌᒣᖜᗈ寸法(98mm௨ୖ)とする。

図 １３ － ỈୗษḞき部形状寸法 (8タࣉ࢖) (単位�mm)

図 １４ － ാき長さ位⨨ᒣ部形状寸法 (8タ࢖ �単位)ࣉmm)
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E)  ࣇルࣛࣇットタࣉ࢖ ᒣ有り 

とྠᵝに ാき長さ位⨨でのࣉ࢖についても、8タࣉ࢖ᒣ有りのタࣉ࢖ットタࣛࣇルࣇ・

  ᒣ部、ỈୗษḞき部形状を௨ୗのと࠾りつᐃする。

図 １５ － ỈୗษḞき部形状寸法(ࣇルࣛࣇット(単位�mm)

図 １６ － ാき長さ位⨨ᒣ部形状寸法(ࣇルࣇ (ࣛ単位�mm)

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年4月24日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・表１の寸法基準値範囲を୙等号表示にኚ᭦

・7.1寸法について記載内容改訂
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承 認 日
改 訂 日
登録コード 130607017

１．対象製品
㞵ᡞ用ᡞ㌴(レールタࣉ࢖) 略称：CjK ᡞ㌴

２．標準(共通)化の部位
㞵ᡞ用ᡞ㌴(レールタࣉ࢖)の標準(共通)化の対象部位については図１に示す。

Ａ：ᡞ㌴㔠ᒓᯟの見㎸ࡳ(ཌࡳ)寸法
Ｂ：ᡞ㌴のタࣖ࢖እᚄ寸法
Ｃ：ᡞ㌴のタࣖ࢖内ᚄ寸法
㹂：レール᥋ゐ部のタࣖ࢖⁁アール(༙ᚄ)

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
㞵ᡞ用ᡞ㌴(レールタࣉ࢖)の標準(共通)化寸法は、表１の５種類とする。

表１－各部位の標準(共通)化寸法
単位：mm

① ② ③ ④ յ
１６．０ １７．４ １７．５ １７．６ ２４．０
２８．６ ２４．０ ３０．０ ２８．０ ２６．０
１８．６ １８．０ １６．０
㹐４．１ 㹐４．０ 㹐３．２ 㹐１．４ 㹐３．５

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2013年3月21日
2016年4月28日

１６．０

項目
Ａ：ᡞ㌴㔠ᒓᯟの見㎸ࡳ寸法
Ｂ：ᡞ㌴のタࣖ࢖እ形寸法
Ｃ：ᡞ㌴のタࣖ࢖内ᚄ寸法
㹂：レール᥋ゐ部のタࣖ࢖⁁アール



５．特記事項
5.1 対象ᡞ㌴について

㞵ᡞパࢿル用ᡞ㌴の種類は⁁ᡞ㌴(レール௙ᵝ)とし、ᖹᡞ㌴(ドࣈ⁁௙ᵝ)は
対象እとする。

６．解　説
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード　 130607018

１．対象製品　　　
アルミ・樹脂複合 略称：CjK ࣒࢝ࣛッチࣁンドル
⦪すべりฟし❆用࣒࢝ࣛッチࣁンドル

２．標準(共通)化の部位
⦪すべりฟし❆用࣒࢝ࣛッチࣁンドルの標準(共通)化の部位を図１に示す。

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
⦪すべりฟし❆用࣒࢝ࣛッチࣁンドルの標準寸法を表１に示す。

単位：mm
① ② ③ ④

Ａ：取付けࡌࡡ穴ピッチ ３２ ４０ ４５ ５０
Ｂ：ྎᗙ➃部からࣁンドルඛ➃までの寸法 １２ １５．５ １４．５ １２
Ｃ：取付けࡌࡡ穴からࣁンドルඛ➃までの寸法 １㸷 ２３ ２６ ２２
㹂：ྎᗙୗ面からࣁンドルୗ➃までの寸法 １０ １４ １５ １２

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

項目

表１－各部位の寸法とパターン

2013年3月21日
2016年4月28日

Ａ ： 取付けࡌࡡ穴ピッチ 
Ｂ ： ྎᗙ➃部からࣁンドルඛ➃までの寸法 
Ｃ ： 取付けࡌࡡ穴からࣁンドルඛ➃までの寸法 
㹂 ： ྎᗙୗ面からࣁンドルୗ➃までの寸法 

Ａ
 

Ｂ 

Ｃ 

㹂 



５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解　説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記：専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コードࠉ 130607019

１．対象部材
ア࣑ࣝ・ᶞ⬡」合 略称：CjK ࣒࢝ラッࣁࢳンドࣝ
ᶓす࡭りฟし❆用࣒࢝ラッࣁࢳンドࣝ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付ࣆ✰ࡌࡡࡅッࢳ
Ｂ：ྎᗙ➃部ࣁࡽ࠿ンドࣝඛ➃までの寸法
㹁：取付ࣁࡽ࠿✰ࡌࡡࡅンドࣝඛ➃までの寸法
㹂：ྎᗙ下面ࣁࡽ࠿ンドࣝ下➃までの寸法

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：PP
項目 ① ② ③ ④ ⑤
Ａ ４５
Ｂ １２．５ １５．５ １３．５ １０ １２
㹁 ２０ ２３ ２５ ２０ ２２
㹂 １５

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該ၟ品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 取付ࡌࡡࡅ

取付ࡌࡡࡅは、࿧ࡧ㹋４とする。

５０４０

１４ １２

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2020年1月30日

表１－各部位の寸法とパターン

2013年3月21日

Ａ

Ｂ

㹂

㹁



６．解説
特に↓し

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年1月28日改訂
・”３．寸法・形状”標準寸法の②を訂ṇ
・対象製品名称、略称見直しによる改訂

8.3 2016年4月28日改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.4 2020年1月30日改訂
・”３．寸法・形状”表１のＢ�㹁寸法に１２．５�２０�１２�２２追加
・”５．特記事項”5.1 取付ࡌࡡࡅについてを追加



承 認 日
改 訂 日
登録コード 130606021

１．対象製品　
ኴ㝧ගⓎ電ᯫྎ用ᨭᣢ⎰(㹄形ᱞがࢃら) 略称：CjK ᨭᣢ⎰

２．標準(共通)化の部位
住Ꮿの⎰ⵌきᒇ᰿に、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵのᅛᐃ㔠具取付けにᚲせとなる
㹄形ᱞがࢃらタࣉ࢖ᨭᣢ⎰の㛤ཱྀ部の標準(共通)化部位を図１㹼８に示す。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2013年4月2�日
2016年4月28日

図１－㹓タࣉ࢖ᖹ面図 図２－ࣇルࣛࣇットタࣉ࢖ᖹ面図 

図３－㹟-㹟᩿面図 

 ࣉ࢖㹓タڦ ࣉ࢖ットタࣛࣇルࣇڦ

 (の౛ࣉ࢖㹓タ)㛤ཱྀ部᩿面ڦ

䠬䠲ᨭᣢ



Ａ：㛤ཱྀ部ୖୗ方ྥ位⨨ 㹅：㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部ᖜ
Ｂ：ാきᖜ 㹆：ᨭᣢ⎰ୖ面㹼㛤ཱྀ部ୖ面(Ỉୗ部)
Ｃ：ാき長さ 㹇：㜵Ỉᒙୖ面㹼㛤ཱྀ部ୖ面高さ
㹂：㛤ཱྀ部内部長さ 㹈：㛤ཱྀ部センター位⨨
㹃：㛤ཱྀ部内部ᖜ 㹰：㛤ཱྀ部内部コーࢼー᭤⋡༙ᚄ
㹄：㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部長さ

図４－㹠-㹠᩿面図 図５－㹡-㹡᩿面図 

図６－㹎㹔ᨭᣢ材タ⨨用㛤ཱྀ部ᖹ面図 

図７－㛤ཱྀ部Ỉୖ部コーࢼーᖹ面図 

図８－㛤ཱྀ部Ỉୗ部コーࢼーᖹ面図 

䠬䠲ᨭᣢ 䠬䠲ᨭᣢ

䠬䠲ᨭᣢ



３．寸法・形状
๓項図୰の寸法、形状については、表１につᐃするᩘ値とする。

単位：mm

Ａ：㛤ཱྀ部ୖୗ方ྥ位⨨
Ｂ：ാきᖜ
Ｃ：ാき長さ
㹂：㛤ཱྀ部内部長さ 㛤ཱྀ部内部᭱ᑠ長さ
㹃：㛤ཱྀ部内部ᖜ 㛤ཱྀ部内部᭱ᑠᖜ
㹄：㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部長さ 㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部᭱኱長さ
㹅：㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部ᖜ 㛤ཱྀ部ୖ面እ࿘部᭱኱ᖜ
㹆：ᨭᣢ⎰ୖ面㹼㛤ཱྀ部ୖ面(Ỉୗ部)
㹇：㜵Ỉᒙୖ面㹼㛤ཱྀ部ୖ面高さ

ാきᖜにより␗なる

４．表示方法
印刷物・電子媒体に、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。
製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、Ვໟཪは製品⿬面に
長期使用対応部材であることを表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
�.1 関連部材の具備すべき条件

・ᮏ基準書でつᐃしているᨭᣢ⎰の㛤ཱྀ部は、関連部材(㹎㹔ᨭᣢ材)をୗ記の基準寸法
　とし、タᐃを行ࡗている。

２８０

表１－各部位の標準寸法

項目
寸法

㹰：㛤ཱྀ部内部コーࢼー᭤⋡༙ᚄ
㛤ཱྀ部内部᭱ᑠ位⨨の㺘㺎㺣㺎᭤⋡༙ᚄ㹰は、㹎㹔ᨭ
ᣢ材(᭱኱᩿面寸法100�11�)との㺖㺶㺏㺵㺻㺛が3mm確ಖ
できる寸法とすること

ӌ１６３
ӌ１３４
Ӎ２０

１４５ӌ㹈
ӌ１７０

８６

㹈：㛤ཱྀ部センター位⨨
１５８ӌ㹈
ӌ１７㸷

備⪃
㹓㺞㺐㺪㺽

㺪㺷㺪㺵㺍㺢
㺞㺐㺪㺽

Ӎ１２３
Ӎ１０６

８３ӌＡӌ８７
３００ӌＢӌ３０６

図㸷－関連部材基準寸法(１) 

図10－関連部材基準寸法(２) 

䠬䠲ᨭᣢ

䠬䠲ᨭᣢ



�.2 㔠具ᨭᣢ材と㛤ཱྀ部のクࣜアࣛンࢫ
・㹎㹔ᨭᣢ材が、㛤ཱྀ部内部᭱ᑠ位⨨にᖸ΅しないたࡵに、クࣜアࣛンࢫは3mm௨ୖとする。

�.3 㛤ཱྀ部ୖ面ゅᗘ
・≺い値として、㔝ᆅᯈ面ᖹ行とする。

�.4 ᮏ基準書でつᐃさࢀているᅛᐃ寸法は、≺い値とする。

６．解 説
ᮏ基準書は、CjK⢓ᅵ⎰(㹄形ᱞがࢃら)を対象とし、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨する
たࡵのᅛᐃ㔠具取付けにᚲせとなる、㛤ཱྀ部の標準化を行ࡗた。

D)㛤ཱྀ部のୖୗ方ྥ、ᕥྑ方ྥ寸法基準
・ᕥྑ方ྥ㞳ࢀ寸法の追ฟし基準位⨨は、ᨭᣢ⎰ྑ側から㛤ཱྀ部センターとする。
・ᨭᣢ⎰表面の㇂部ศセンターを、㛤ཱྀ部センターに合せた。

・ୖୗ方ྥ㞳ࢀ寸法の追ฟし基準位⨨は、ᨭᣢ⎰Ỉୗඛ➃からとする。

(注１)
　㛤ཱྀ部内部᭱ᑠ位⨨の⎰Ỉୗඛ➃からの
　追ฟし基準寸法は、Ａ寸法(83ੈ㹼87ੈ)
　の範囲とする。

図11－㛤ཱྀ部内部長さ寸法基準図 図12－㛤ཱྀ部内部ᖜ寸法基準図 

図13－ᕥྑ方ྥ㞳ࢀつᐃ図 

図14－ୖୗ方ྥ㞳ࢀつᐃ図 



E)㛤ཱྀ部高さの追ฟし基準面
・㔝ᆅᯈ面に᪋ᕤする㜵Ỉᒙୖ面を、高さ追ฟし基準面とする。

F)㛤ཱྀ部のỈୖ部形状
・㞵Ỉ等のὶࢀを⪃៖し㛤ཱྀ部㡬部は、ᩳࡵ形状とするሙ合がある。

G)ᨭᣢ⎰のാきᖜ寸法は、交換㺃差᭰え等を⪃៖し、寸法つᐃを行ࡗた。

H)ᨭᣢ⎰ୖ面から㛤ཱྀ部ୖ面高さ
・㹎㹔ᨭᣢ材ୖ部にタ⨨する⵹のかࡪりを⪃៖し、㹆寸法(20mm)௨ୖとする。

I)ࡑの௚
・ᮏ基準書は、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵのᅛᐃ㔠具取付けにᚲせとなる、
　ᨭᣢ⎰の㛤ཱྀ部の標準化を行ࡗているたࡵ、つᐃさࢀている寸法・形状を‶たしていࡤࢀ
　CjKᨭᣢ⎰とࡳなす。

　
(注３)

　ᮏ基準書でつᐃさࢀている形状・寸法௨እは、
　-,6の㹄形ᱞがࢃらにつᐃする寸法形状を‶㊊
　する㝈りྍとする。

ͤษりḞきຍᕤがᚲせなሙ合がある。

図1�－高さ追ฟし基準面位⨨ 

図16－㛤ཱྀ部Ỉୖ形状図 

図17－⵹取付けཧ⪃図 

図18－ษりḞきຍᕤの౛ 



７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・対象製品、略称の改訂
・�.4のᩥ❶ኚ᭦
・”６．解説”㛤ཱྀ部センター位⨨寸法のつᐃ、㛤ཱྀ部Ỉୖ形状解説ᩥ面ኚ᭦
・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・表１の寸法基準値範囲を୙等号表示にኚ᭦
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード 130607022

１．対象製品　　　
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア 略称：CjK ࣔ࣊ア
(ンシール無࢕ࣇ)

２．標準(共通)化の部位
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア(࢕ࣇンシール無)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫᖜ
Ｂ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫཌ
Ｃ：ࣔ࣊ア 高さ

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア(࢕ࣇンシール無)の寸法は、表１に示す４種類とする。

表１－各部位の寸法と組合せパターン
単位：ੈ

項　目 ① ② ③ ④
Ａ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫᖜ ５.５ ６.０
Ｂ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫཌ
Ｃ：ࣔ࣊ア 高さ ５.０

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解　説
6.1 ᮏ製品の⣡まり図、取付位⨨

ᮏ製品の⣡まり図を図２、取付位⨨を図３に示す。

ᮏ製品：❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア

ドレール࢖࢞
ᐊእ側

ットࣛࢫ

ᐊ内側

ドレール࢖࢞　　

　図２－ᮏ製品の⣡まり図 　図３－ᮏ製品の取付位⨨

㛗 ᮇ ౑ ⏝ ᑐ ᛂ 㒊 ᮦ ᇶ ‽ ᭩
2013年4月2�日

０.８

2016年4月28日

５.５

４.７

  

䠝 
䠞

 

䠟
 

䝅䝱䝑䝍䞊䝪䝑䜽䝇 
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７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年4月28日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード 130607023

１．対象製品　　　
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア 略称：CjK ࣔ࣊ア
(ンシール付࢕ࣇ)

２．標準(共通)化の部位
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア(࢕ࣇンシール付)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫᖜ
Ｂ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫཌ
Ｃ：ࣔ࣊ア 高さ
㹂：࢕ࣇンシール高さ

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア(࢕ࣇンシール付)の寸法は、表１に示す３種類とする。

表１－各部位の寸法と組合せパターン
単位：ੈ

項　目 ① ② ③
Ａ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫᖜ ４．７ ５．５ ６．０
Ｂ：ࣔ࣊ア ࣋ーࢫཌ ０．８
Ｃ：ࣔ࣊ア 高さ ６．０ ７．５ ４．５
㹂：࢕ࣇンシール高さ ４．５ ７．０ ４．５

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
6.1 ᮏ製品の⣡まり図、取付位⨨

ᮏ製品の⣡まり図を図２、取付位⨨を図３に示す。

ᮏ製品：❆シࣕッター࢞࢖ドレール用ࣔ࣊ア

ドレール࢖࢞
ᐊእ側

ットࣛࢫ

ᐊ内側

ドレール࢖࢞　　

　図２－ᮏ製品の⣡まり図 　図３－ᮏ製品の取付位⨨

㛗 ᮇ ౑ ⏝ ᑐ ᛂ 㒊 ᮦ ᇶ ‽ ᭩

2013年4月2�日
2016年4月28日

  

䝅䝱䝑䝍䞊䝪䝑䜽䝇 
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７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一

8.2 2016年3月24日改訂
・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード 131906024

１．対象製品
住宅金属製バルコニー用連結形デッキ材(樹脂製) 略称：CjKデッキ材

２．標準(共通)化の部位
バルコニー用連結形デッキ材(樹脂製)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：働き幅
Ｂ：高さ

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
バルコニー用連結形デッキ材(樹脂製)の標準(共通)化寸法は、表１に示す３種類とする。

単位：㎜
① ② ③

２２３ ３００ ３０１

注記　見えがくれとなる連結部分は、働き幅に含めない。

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに当該製品が長期使用対応部材であること、または”CjK”マーク
を表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

ａ) 住宅金属製バルコニーの床を構成するデッキ材(樹脂製)とする。また、デッキ材の
　　形状は、連結機構のある連結形を対象とする。
ｂ) デッキ材の形状は、住宅金属製バルコニーの床を単純に構成する目的以外の為に 
　　特殊な断面形状をもつデッキ材は本基準の対象とはしない。

６．解　説
特に無し

Ａ：働き幅
Ｂ：高さ ３０

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

表１－標準(共通)化の寸法

項目

2013年6月27日
2014年3月20日

Ｂ

Ａ見えがくれ



７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
・基準値を一定の範囲で設定するものは、その範囲を記載する。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
※専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・”７．共通事項”を基準書記載内容改訂により記載
・符号、書式の統一



登録コード 130607026

１．対象部材
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ網戸用戸車 略称：CjK 戸車

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ケース幅
Ｂ：タイヤ溝幅(内径)
Ｃ：タイヤ溝高さ
Ｄ：ケース上端からタイヤ溝

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
網戸用戸車は、網戸設置時の現場対応を考慮して高さ調整機能を有する。
尚、表１－各部位の寸法に掲載のＤ寸法は製造出荷段階の基準値であり最小値を
示す。

６．解説
特に無し

2013年11月28日
改 訂 日 2024年1月25日

７．８
３．５

寸法

承 認 日

④ ⑤②①

１９．０
３．０

２１．３

２．８
２．０

１８．０

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

８．４
２．０

９．６ ９．１

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

③

Ｂ：タイヤ溝幅(内径)
Ｃ：タイヤ溝高さ
Ｄ：ケース上端からタイヤ溝 １８．３２１．０

項目

Ａ：ケース幅



７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2014年3月20日改訂

・符号、書式の統一
8.2 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.3 2024年1月25日改訂
・３．寸法・形状の表１、②のＡ寸法訂正
・３．寸法・形状の表１に③を追加 (追加に伴う既存タイプ番号の変更)



承 認 日
改 訂 日
登録コード 140603028

１．対象製品　
ኴ㝧ගⓎ電ᯫྎ用P9ᨭᣢ材(㹄形ᱞがࢃら) 略称：CjK 㹎㹔ᨭᣢ材

２．標準(共通)化の部位
住Ꮿの⎰ⵌきᒇ᰿にኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールタ⨨のたࡵに使用する”ኴ㝧ගⓎ電ᯫྎ用ᨭᣢ⎰
㸦㹄形ᱞがࢃら㸧登録コード130606021”に対応した、”㔠具ᨭᣢ材”の
標準㸦共通㸧化部位を、ୗ記図１に示す。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2014年1月30日
2016年4月28日

図１－標準㸦共通㸧化の部位図 



３．寸法・形状
๓項図୰の寸法、形状については、表１につᐃするᩘ値とする。

単位：mm
寸法

Ａ：㔠具ᨭᣢ材ᖜ ӌ１００ 㔠具ᨭᣢ材᭱኱ᖜ
Ｂ：㔠具ᨭᣢ材長さ ӌ１１５ 㔠具ᨭᣢ材᭱኱長さ
Ｃ：⵹⿬面高さ Ӎ８６ 㜵Ỉᒙୖ面から⵹⿬面までの㊥㞳
㹂：⵹⿬面ᖜ Ӎ１３６ ⵹⿬面᭱ᑠᖜ
㹃：⵹⿬面長さ Ӎ１６５ ⵹⿬面᭱ᑠ長さ
㹄：⵹እ࿘ᆶୗり部ୗ➃ ӌ２０ ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦୖ面からのୗり寸法
㹅：ᨭᣢ⎰㛤ཱྀୖ➃タ⨨範囲(ᖜ) Ӎ１８
㹆：ᨭᣢ⎰㛤ཱྀୖ➃タ⨨範囲(Ỉୗ部) Ӎ１８
㹇：ᨭᣢ⎰㛤ཱྀୖ➃タ⨨範囲(Ỉୖ部) Ӎ３２
㹈：ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦ(ᖜ) Ӎ１００ タ⨨㡿ᇦ᭱ᑠᖜ
㹉：ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦ(長さ) Ӎ１１５ タ⨨㡿ᇦ᭱ᑠ長さ

㹋：⿵ᙉ材高さ ӌ１５

４．表示方法
印刷物・電子媒体に、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。
製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、Ვໟཪは製品⿬面に
長期使用対応部材であることを表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦ㸦⵹ୖ面㸧に関するࡑの௚のつᐃ

・ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦእのୖ面高さは、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵに用いるᅛᐃ
　㔠具等とのᖸ΅を㑊けるたࡵ、ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦの高さ㸦⵹ୖ面高さ㸧9�ੈ㹼100ੈと
　する。

5.2 関連部材の具備すべき条件
・ᮏ基準書でつᐃしている㔠具取付材の各寸法は、関連部材の”ኴ㝧ගⓎ電ᯫྎ用ᨭᣢ⎰
 㸦㹄形ᱞがࢃら㸧登録コード130606021”の基準寸法を๓ᥦとしてタᐃを行ࡗている。

㹊：ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦ(高さ)
㸷５ӌ/
ӌ１００

ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦୖ面のࡳ

表１－各部位の標準寸法

項目 備⪃

図２－関連部材の具備条件図 



６．解 説
ᮏ基準書は”ኴ㝧ගⓎ電タ⨨用ᨭᣢ⎰㸦㹄形ᱞがࢃら㸧登録コード130606021”
と組ࡳ合ࢃせて用いる㔠具ᨭᣢ材の寸法形状の標準化を行ࡗた。

6.1 ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールᅛᐃ㔠具をタ⨨すべきᖹ面㡿ᇦと高さを標準化するたࡵに、
㹈、㹉、㹊の寸法をつᐃした。
D)ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦᖜと長さ㸦㹈：Ӎ100ੈ、㹉：Ӎ11�ੈ㸧
・ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵに用いるᅛᐃ㔠具が、ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦ

　100ੈ�11�ੈの範囲内にᅛᐃできるようにつᐃした。
E)ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦの高さ㸦⵹ୖ面高さ㸧㸦㹊：9�ੈ㹼100ੈ㸧
・ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵに用いるᅛᐃ㔠具が、㜵Ỉᒙୖ面より
　高さ9�ੈ㹼100ੈの範囲内にタ⨨できるようにつᐃした。
F)ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦእの高さ
・ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦእのୖ面高さが、ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦの高さ㸦⵹ୖ面高さ㸧よりも高い
　ሙ合、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵに用いるᅛᐃ㔠具等とᖸ΅するᜍࢀがある
　たࡵ、高さをつᐃした。

6.2 ͆㔠具ᨭᣢ材”寸法のＡ、Ｂは、㔠具ᨭᣢ材がᨭᣢ⎰㛤ཱྀ部とᖸ΅しないたࡵに、
ᖸ΅するྍ⬟ᛶのある、㜵Ỉᒙୖ面からᨭᣢ⎰㛤ཱྀୖ面高さまでの範囲についてつᐃした。
D)㔠具ᨭᣢ材の形状
・㔠具ᨭᣢ材の寸法は、ᖜ100ੈ(Ａ)、長さ11�ੈ(Ｂ)௨ୗとし、㜵Ỉᒙୖ面からᨭᣢ⎰
　㛤ཱྀୖ面高さ(86ੈ)までの範囲で、ᨭᣢ⎰の㛤ཱྀ部にᖸ΅しない範囲とする。
・ୖ記寸法内に⣡まࡗていࡤࢀ、形状、材㉁はၥࢃない。

6.3 ⵹の㡿ᇦのつᐃ　　
D)⵹⿬面のᖜと長さ㸦㹂�Ӎ136ੈ、㹃：Ӎ16�ੈ㸧
・ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦと、ᨭᣢ⎰㛤ཱྀ部をそい㞃すことができるようにつᐃした。
・⵹ୖ面の඲ᖜ、඲長のつᐃは行ࢃない。
・形状、材㉁はၥࢃない。

㸦注１㸧
ᕥ記図面の⵹形状は
⵹⿬面寸法基準位⨨
を示すたࡵの౛。

E)⵹⿬面の高さ㸦Ｃ�Ӎ86ੈ㸧
・⵹⿬面高さは、⵹⿬面がᨭᣢ⎰㛤ཱྀ部ୖ➃とᖸ΅しないように、一ᐃ௨ୖの高さとなる
　ようつᐃした。
F)⵹のᆶୗり部ୗ➃の高さ㸦㹄�ӌ20ੈ㸧
・⵹のእ࿘ᆶୗり寸法は、ᨭᣢ⎰ୖ面とのᖸ΅を㑊けるたࡵ、ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦの高さ
 㸦⵹ୖ面高さ㸧からのୗがり寸法のୖ㝈をタけた。
G)⵹⿬面とᨭᣢ⎰㛤ཱྀ部ୖ➃とのỈᐦᛶをᢸಖするたࡵに、シール材等でṆỈすること
　を๓ᥦとしている。

6.4 ⿵ᙉ材のつᐃ
⿵ᙉ材は、㔠具ᨭᣢ材(⵹をྵࡴሙ合もある)とセットで౪⤥さࢀることを๓ᥦとした
寸法つᐃを行ࡗた。
D)⿵ᙉ材のタ⨨位⨨
・⿵ᙉ材をタ⨨するሙ合は、Ỉୗ部の⎰ࡸỈୖ部の⎰ᱞにᖸ΅しないようにすること。
・高さは、ᨭᣢ⎰の⿬面にᖸ΅しないように、1�ੈ(㹋)௨ୗの範囲とした。
・形状、材㉁はၥࢃない。

6.5 高さ追ฟし基準
・各部位の高さ方ྥ寸法は、㔝ᆅᯈ面に᪋ᕤする㜵Ỉᒙୖ面を基準とした。

図３－⵹⿬面寸法基準位⨨図 



6.6 用ㄒについて
・㔠具ᨭᣢ材　э　ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールタ⨨にᚲせとなるᅛᐃ㔠具を、ᨭᣢする部材
　　　　　　　　　⵹、⿵ᙉ材と一体のሙ合もある
・⵹　　　　　э　ᅛᐃ㔠具タ⨨㡿ᇦを備え、ᨭᣢ⎰㛤ཱྀ部をそい㞃すたࡵの部材
・⿵ᙉ材　　　э　㔠具ᨭᣢ材を取付ける㔝ᆅᯈを⿵ᙉする部材
・㹎㹔　　　　э　PKRWRYROWDLF㸦ኴ㝧ගⓎ電㸧の略

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・7.1寸法について記載内容改訂



承認日
改 訂 日
登録コード 140607029

１．対象製品
樹脂複合サッシ用 略称：CjK ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿル
㌾㉁ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿル

２．標準㸦共通㸧化の部位
樹脂複合サッシ用㌾㉁ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿルの標準㸦共通㸧化の部位を図１に示す。

Ａ： ࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ
Ｂ： ࢞ࣛࢫかかりしࢁ

図１－標準㸦共通㸧化の部位

３．寸法・形状
樹脂複合サッシ用㌾㉁ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿルの寸法は、表１に示す２種類とする。

単位：ੈ
① ②
䠎䠒 䠎䠔

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、͆CjK”マークを表示する。

５．特記事項
サッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀの部位を図２に示す。

ୖ記ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿルの使用対象となるサッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ寸法は、
表２に示す２種類である

Ｃ： サッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ

図２－サッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀの部位

単位：ੈ
① ②
䠎䠒 䠎䠔Ｃ：サッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ

項目

Ｂ：࢞ࣛࢫかかりしࢁ
Ａ：࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ

䠍䠎

表２－サッシ᱋の࢞ࣛࢫ㛤ཱྀ寸法

表１－各部位の標準㸦共通㸧化寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

項目

2014年1月30日
2016年4月28日

Ａ
 

Ｂ

Ｃ
 



６．解説
用ㄒについて
・-,6 $ �7�6㸦ᘓ⠏用࢞ࢣࢫット㸧に記載さࢀている用ㄒを引用㸦ࢢレࢪ࢖ンࢢチࣕンࢿル㸧

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。

ͤ専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード 141904033

１．対象製品　
❔ᴗ⣔サ࢕ࢹ࢖ンࢢ(さࡡ有り) 略称：CjK サ࢕ࢹ࢖ンࢢ

２．標準(共通)化の部位
❔ᴗ⣔サ࢕ࢹ࢖ンࢢの交換修⌮に㔜せとなる(標準)化の部位を図１、２に示す。

３．寸法・形状
❔ᴗ⣔サ࢕ࢹ࢖ンࢢの標準寸法を表１に示す。

単位：mm

１５ １６ １７ １８

４．表示方法
印刷物・電子媒体に、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。
製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、Ვໟཪは製品⿬面に
長期使用対応部材であることを表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
᪋ᕤᚋ、❔ᴗ⣔サ࢕ࢹ࢖ンࢢが部ศ的に交換(ᙇり᭰え)できること。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2014年6月26日

㹒１：ษりḞき῝さ

Ӎ㸷

寸法

㹒２：ୗさࡡཌさ

㹊１：ୖさࡡᖜ

寸法名称

㹒：ཌさ

2016年4月28日

㹊２：ୗさࡡᖜ

ӌ７.５

Ӎ㸷

４５５

Ӎ７.８

㹕：ാきᖜ

図２－標準(共通)化の部位図࠙さࠚࡡ 

表１－標準(共通)化の寸法 

図１－標準(共通)化の部位図࠙ཌさ、ാきᖜࠚ 

㹒：ཌさ 

㹕：ാきᖜ 

㹒１：ษりḞき῝さ 

㹒２：ୗさࡡཌさ 

㹊１：ୖさࡡᖜ 

䠳

䠰

⾲㠃

䠰
䠍

䠨䠍

䠰䛾ᇶ‽䠄⿬㠃䠅

䠨䠎

䠰
䠎

⾲㠃

ୗ䛥䛽

ୖ䛥䛽



６．解 説
対象の範囲について
・Ⰽ、᯶については、標準化の対象እとする。
・᪋ᕤ方法(ᅛᐃ方法)については、標準化の対象እとする。
・❔ᴗ⣔サ࢕ࢹ࢖ンࢢの内、᥇用㢖ᗘの高いものを標準化対象とする。
・࣓ンࢼࢸンࢫの交換᫬に࠾いて、ᖸ΅のࢀࡑ࠾が有り、また⌧ሙ
　合ࢃせ(࢝ット等)がᅔ㞴なさࡡཌ方ྥの寸法を標準化対象とした。
・さࡡᖜ方ྥは、⌧ሙ合ࢃせ(࢝ット等)を๓ᥦとするが、
　準⪏ⅆᵓ㐀認ᐃ(-7C) の条件を‶たすᖜ寸法を標準化対象とする。
・ཌさ寸法の表記に関しては-,6 $�422の記載に基࡙いてつᐃする。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
ͤ専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日
改 訂 日
登録コード 150605038

１．対象製品　
እቨ用換Ẽཱྀ部品 略称：CjK 換Ẽཱྀ部品

２．標準(共通)化の部位
እቨ用換Ẽཱྀ部品の交換᫬に㔜せとなる標準㸦共通㸧化の部位を図１に示す。

３．寸法・形状
እቨ用換Ẽཱྀ部品の᥋⥆部は෇形とし、ࡑの標準寸法を表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
印刷物・電子媒体に、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。
製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、製品に長期使用対応部材
であることを表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

・住Ꮿに用いらࢀる換Ẽタ備㸦⤥Ẽ、᤼Ẽ、通Ẽの用に౪する㸧の➃ᮎ換Ẽཱྀで、
　እቨに用いらࢀるものを対象の範囲とする。

5.2 እ部換Ẽཱྀ部品は、௨ୗの内ᚄ寸法Ｂの෇形᥋⥆部に⿦╔することを๓ᥦとし、
⬺ⴠしないᵓ㐀を有していること、ཪは⬺ⴠしない方法㸦ࢫࣅṆࡵ等㸧で取り
付けらࢀていること。

Ａ：᥋⥆部እᚄ寸法 ӌ㸷㸷 ӌ１４㸷

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
201�年3月19日

࿧ࡧᚄȭ１５０࿧ࡧᚄȭ１００
項目

寸法

2016年4月28日

表１－標準化㸦共通㸧化の寸法 

図１－標準㸦共通㸧化の部位図 

Ａ：᥋⥆部እᚄ寸法 
䠝

እቨ㠃



5.3 እቨ用換Ẽཱྀ部品は交換できるᅛᐃ方法とする。

６．解 説
・ＡはＢに対して、無⌮なࡃᤄධできる寸法としてつᐃした。

・෇形᥋⥆部の内ᚄ寸法Ｂは、表２の内ᚄ寸法の部材をཧ⪃にᐃࡵた。

単位：mm

㹔㹎⟶
㹔㹓⟶
㹑㹓⟶

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

１５４
１５７
１５０

樹脂⟶

࿧ࡧᚄȭ１００ ࿧ࡧᚄȭ１５０
෇形᥋⥆部内ᚄ寸法Ｂ

⟶ルࣛ࢖パࢫ

１００
１０７
１００
１００

備⪃

-,6K6741㸦ཧ⪃値㸧による
-,6K6741㸦ཧ⪃値㸧による

各製㐀࣓ー࢝ーのつ᱁による
各製㐀࣓ー࢝ーのつ᱁による

表２－෇形᥋⥆部内ᚄ寸法 

図２－እቨ用換Ẽཱྀ部品と᥋⥆部品の関ಀ 

Ｂ：෇形᥋⥆部内ᚄ寸法 

  ・࿧ࡧᚄȭ100 э 100㹼107 

  ・࿧ࡧᚄȭ1�0 э 150㹼157 

   㸦単位：mm㸧 

  

 

እ㒊᥮Ẽཱྀ ෇ᙧ᥋⥆㒊

䠝 䠞

እቨ㠃



登録コード 150607039

１．対象部材
サッシ網戸用樹脂製網 略称：CjK 網

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：メッシュ(たて本数×よこ本数)

Ｂ：線径

注記)メッシュとは、1インチ(２．５４cm)間に入っている糸の本数。

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ

Ｂ ０．２５≦Ｂ≦０．２７

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

１８×１８(単位：本) ２４×２４(単位：本)

０．１５ ０．２２

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ② ③

図１－標準(共通)化の部位

改 訂 日 2022年3月24日

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2015年3月19日

Ｂ

Ａ



５．特記事項
5.1 適応範囲

・網の形式は、下記の網を除くものとする。

　形式：折りたたみ式網戸 及び 巻き取り式網戸　の網

・CjK部材基準書”012 サッシ網戸用網押さえゴム(突起有)”並びに

　”013 サッシ網戸用網押さえゴム(突起無)”の使用を前提とする。

　各基準書との対応表を表２に示す。

サッシ網戸用網押さえゴム(突起有)

サッシ網戸用網押さえゴム(突起無)

サッシ網戸用樹脂製網

5.2 運用上の注意点

JIS A 4709：2018「サッシ用網戸」では、網の保持力の規定があり、本部材 及び 

網押さえゴムの選定の際は、専門業者に確認が必要である。

６．解説
本部材の納まりを図２に示す。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

8.2 2022年3月24日改訂

・３．寸法・形状の表１に②、③として２４メッシュを追加

・５．１ 適用範囲に本部材の使用前提条件及び対応表を追加

０３９ ① ② ③

表２－基準書タイプ別対応表

コード 基準書名 タイプ

図２－部材納まり図

０１２ ①,②,③ ― ①

０１３ ① ②,③ ―



承 認 日
改 訂 日
登録コード 150607040

１．対象製品
雨戸用落し錠（レールタイプ） 略称：CjK 落し錠

２．標準（共通）化の部位
雨戸用落し錠（レールタイプ）の標準（共通）化の部位を図１に示す。

Ａ：本体奥行き
Ｂ：取付けねじピッチ

Ｃ：取付け面からデッドボルト先端

　　　（施錠時）
Ｄ：取付け面から上端（開錠時）

図１－標準（共通）化の部位

３．寸法・形状
雨戸用落し錠（レールタイプ）の寸法は、表１に示す４種類とする。

単位：㎜
① ② ③ ④
９ １１ １２ １４
４６ ４６ １３７ ７５
５４ ４９ ５５ ４９
１０５ ７３ ５３ ７７

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 Ａ、Ｃ、Ｄ寸法については、許容差＋１とする。

5.2 関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
特になし

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。

Ａ：本体奥行き
Ｂ：取付けねじピッチ
Ｃ：取付け面からデッドボルト先端（施錠時）
Ｄ：取付け面から上端（開錠時）

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2015年3月19日
2016年6月23日

表１－各部位の標準（共通）化寸法

項目

施錠時開錠時



注記　専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂

8.2 2016年6月23日改訂
・”３．寸法・形状”標準寸法の② D寸法を57から73に訂正



承 認 日
改 訂 日
登録コード　 150607041

１．対象製品
アルミ・樹脂複合ୖࡆୗࡆ❆用クレセント 略称：CjK クレセント

２．標準(共通)化の部位
アルミ・樹脂複合ୖࡆୗࡆ❆用クレセントの標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付穴ピッチ
Ｂ：はたらき高さ
Ｃ：かかり寸法

図１̿標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
アルミ・樹脂複合ୖࡆୗࡆ❆用クレセントの標準寸法を表１に示す。

　　表１̿各部位の寸法と組合せパターン
単位：mm

① ② ③
Ａ：取付穴ピッチ ４５ ５０ ６０
Ｂ：はたらき高さ ２１．５ １８ ２０
Ｃ：かかり寸法 １０

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象範囲

・アルミᵓ㐀࠾よࡧアルミ樹脂複合ᵓ㐀の製品を対象とする。

5.2 標準寸法
・Ｃ寸法については、許容差±０．１とする。

5.3 関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
特に無し

２５

項目

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
201�年3月19日
2016年4月28日

Ｃ
 

Ｂ
 

Ａ 



７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂
・特記事項追記による改訂
・7.1寸法について記載内容改訂



承 認 日

改 訂 日

登録コード　 150607042

１．対象製品
樹脂複合຾ᡭཱྀドア用ドアクࣟーࢨ(Ỉᖹ面取付け) 略称：CjK ドアクࣟーࢨ

２．標準(共通)化の部位
຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ各部位の一⯡࿧称を図１に、຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ標準(共通)化対象部位を

図２に示す。　

図１－຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ　各部位の一⯡࿧称

Ａ：ᡬᮏ体࡬の取付けࢫࣅピッチ(㹕方ྥ)

Ｂ：ᡬᮏ体࡬の取付けࢫࣅピッチ(㹆方ྥ)

Ｃ：ᡬ取付け用ୖ部ࢫࣅᚰから、アー࣒ࢣࣛࣈットඛ➃位⨨までの高さ

㹂>㹃@：アー࣒ࢣࣛࣈットඛ➃部のᯟ取付けࢫࣅピッチ(୧➃部)

㹄：アー࣒ࢣࣛࣈットඛ➃部の୰ኸ部ᯟ取付けࢫࣅピッチ

図２－標準(共通)化の部位

2016年11月24日

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

201�年3月19日

Ỉᖹ㠃ྲྀ௜䛡 

 標準(共通)化の部位ڦ
      Ａ㹼㹄の඲６⟠ᡤ 

࢟ࣕッࣉ 

 ークアー࣒࢛ࣇ

アࢫࣕࢪトアー࣒ 

 ンアー࣒࢖࣓

アー࣒ࢣࣛࣈット㸦Ỉᖹ面取付け用㸧 

 ࣒࢝ࣉトッࢫ

ᮏ体ࢣࣛࣈット 

クࣟーࢨᮏ体 

㸦㍈ᚰ㸧 



３．寸法・形状
຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨの୺せ部位について、表１の２タࣉ࢖を標準(共通)化寸法とする。

単位：mm

項目

Ａ

Ｂ

Ｃ

㹂㹙㹃㹛

㹄

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が”長期使用対応部材”であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象範囲

・樹脂複合ᵓ㐀の຾ᡭཱྀドア製品を対象とする。

・アー࣒ࢣࣛࣈットをୖᯟのỈᖹ面にᅛᐃする製品を対象とする。(図２)

5.2 㐠用ୖの注ពⅬ

・సື୙ⰋⓎ⏕等のண㜵ほⅬから、クࣟーࢨのセットᲕໟとなࡗているクࣟーࢨᮏ体と

　アー࣒ࢣࣛࣈットの୧セットでのྠ᫬交換をᚲ㡲とする。

・᪤Ꮡドアᮏ体に取付け῭ࡳのアー࣒に、交換用クࣟーࢨᮏ体ࡔけの取᭰えは行ࢃない。

�.3 関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

 ・対象製品名称、略称見直しによる改訂

 ・特記事項追記による改訂

 ・7.1寸法について記載内容改訂

8.2 2016年11月24日改訂

・”３．寸法・形状”標準寸法①のＣを ５６．５ から ５６ӌＣӌ５８ に修正

・”�.1 対象範囲”の記載方法を修正

・”�.2 対象範囲  ・Ｃ寸法については、許容差±０．５とする。” を๐㝖

表１－各部位の標準(共通)化寸法

①

４０

②

６８５６ӌＣӌ５８

１６５

１㸷

１８

１６２



承 認 日

改 訂 日

登録コード　 150607043

１．対象製品
樹脂複合຾ᡭཱྀドア用ドアクࣟーࢨ(ᆶ直面取付け) 略称：CjK ドアクࣟーࢨ

２．標準(共通)化の部位
຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ各部位の一⯡࿧称を図１に、຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ標準(共通)化対象部位を

図２に示す。　

図１ � ຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨ　各部位の一⯡࿧称

Ａ ：ᡬᮏ体࡬の取付けࢫࣅピッチ(㹕方ྥ)

Ｂ ：ᡬᮏ体࡬の取付けࢫࣅピッチ(㹆方ྥ)

Ｃ ：ᡬ取付け用ୖ部ࢫࣅᚰから、アー࣒ࢣࣛࣈット取付け用ࢫࣅᚰ
㹂ࠝ㹃ࠞ ：アー࣒ࢣࣛࣈットඛ➃部のᯟ取付けࢫࣅピッチࠝ୧➃部ࠞ

㹄 ：アー࣒ࢣࣛࣈットඛ➃部の୰ኸ部ᯟ取付けࢫࣅピッチ

図２ � 標準(共通)化の部位

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

201�年3月19日

2016年11月24日

⿬ᯈ

ᡬ

ୖᯟ

A

B
C

D F E

❿
ᯟ

B
C

⿬ᯈ

ᡬ

ୖᯟ

࢟ࣕッࣉ 

 ークアー࣒࢛ࣇ

アࢫࣕࢪト

 ンアー࣒࢖࣓

 ࣒࢝ࣉトッࢫ

ᮏ体ࢣࣛࣈット 

クࣟーࢨᮏ体 

㸦㍈ᚰ㸧 

アー࣒ࢣࣛࣈット㸦ᆶ直面取付け用㸧 

ᆶ┤㠃ྲྀ௜䛡 

 標準㸦共通㸧化の部位ڦ
      Ａ㹼㹄の඲６⟠ᡤ 



３．寸法・形状
຾ᡭཱྀドアのクࣟーࢨの୺せ部位について、表１の３タࣉ࢖を標準(共通)化寸法とする。

表１－各部位の標準(共通)化寸法

単位：mm

項目

Ａ

Ｂ

Ｃ

㹂㹙㹃㹛

㹄

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が”長期使用対応部材”であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
 �.1 対象範囲

・樹脂複合ᵓ㐀の຾ᡭཱྀドア製品を対象とする。

・アー࣒ࢣࣛࣈットをୖᯟのᆶ直面にᅛᐃする製品を対象とする。(図２)

 �.2 㐠用ୖの注ពⅬ

・సື୙ⰋⓎ⏕等のண㜵ほⅬから、クࣟーࢨのセットᲕໟとなࡗているクࣟーࢨᮏ体と

　アー࣒ࢣࣛࣈットの୧セットでのྠ᫬交換をᚲ㡲とする。

・᪤Ꮡドアᮏ体に取付け῭ࡳのアー࣒に、交換用クࣟーࢨᮏ体ࡔけの取᭰えは行ࢃない。

 �.3  関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
・特になし

７．共通事項
 7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

 7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

 注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・特記事項追記による改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

8.2 2016年11月24日改訂

・”�.1 対象範囲”の記載方法を修正

① ② ③

４０ ３０

１８ １２．５

１７８

１㸷

５７ ６１ ４８



承 認 日
改 訂 日
登録コード 150603048

１．対象製品　
ኴ㝧ගⓎ電ᯫྎ用P9ᨭᣢ材㸦ࢫレート㸧 略称：CjK 㹎㹔ᨭᣢ材

２．標準(共通)化の部位
ᖹ形ᒇ᰿用ࢫレート࡬、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールをタ⨨するたࡵに使用する㔠具ᨭᣢ材の
標準(共通)化部位を、ୗ記図１に示す。

３．寸法・形状
๓項図୰の寸法、形状については、表１につᐃするᩘ値とする。

寸法

４．表示方法
印刷物・電子媒体に、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。
製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、製品に長期使用対応部材であることを
表示する。または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 関連部材の具備すべき条件

・ᮏ基準書でつᐃしている㔠具ᨭᣢ材のつᐃ寸法は、関連部材”ᖹ形ᒇ᰿用ࢫレート
　CjK登録コード11190300�”のാき長さཬࡧᒇ᰿材ཌࡳの基準寸法を๓ᥦとする。

5.2 取付࣎ルトの条件
・ᮏ基準書に記載さࢀている取付࣎ルトは、”㹋８࣎ルト”とする。
・取付࣎ルトの長さཬࡧ取付方法はつᐃせࡎ、ᚲせに応ࡌ交換ྍ⬟とする。
・取付࣎ルトは、ᨭᣢ面に対してᆶ直にタ⨨さࢀること。

5.3 形状、材㉁のつᐃ
・ᮏ基準書では、㔠具ᨭᣢ材ཬࡧㄪᩚ材の形状、材㉁はၥࢃないが製సに当たࡗては、
　⪏ೃᛶ、㜵ⅆᛶ、㜵Ỉᛶ、ᵓ㐀⪏ຊに༑ศ␃ពすること。

Ｂ：ᨭᣢ面ゅᗘ ＋２r
Ỉୗ側ゅᗘ基準ⅬよりỈୖ側にྥかࡗて
のᒇ᰿材ୖ面に対するゅᗘ

㹋８
࣎ルトᚄ௨እの寸法は製స࣓ー࢝ーの
基準による

Ｃ：࣎ルトᚄ

Ａ：ᨭᣢ面高さ ３３
ᒇ᰿材Ỉୗ側のᒇ᰿材ୖ面を
高さ基準面とする

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
201�年9月24日

表１－各部位の標準寸法　　　　　　　　　　　単位：mm

項目 備⪃

2016年4月28日

図１－標準(共通)化としての部位図 



６．解 説
ᮏ基準書でつᐃする㔠具ᨭᣢ材は、ᨭᣢ面高さཬࡧᨭᣢ面ゅᗘ、࣎ルトᚄをつᐃすること
により、஫換ᛶをᣢたせ、㔠具ᨭᣢ材の一部が⅏ᐖ等で◚ᦆしたሙ合でも、部ศ交換ࡸ
࣓ンࢼࢸンࢫが行えることを目的としつᐃした。

6.1 用ㄒについて
・㔠具ᨭᣢ材　э　ᒇ᰿材にタ⨨して、ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールタ⨨にᚲせとなるᅛᐃ㔠具
　　　　　　　　　(⦪ᱞ㺃ᶓᱞ㺃ࡑの௚ᯫྎ部材)をᨭᣢする部材
・ᨭᣢ面　　　э　ኴ㝧ගⓎ電ࣔࣗࢪールタ⨨にᚲせとなるᅛᐃ㔠具(⦪ᱞ㺃ᶓᱞ㺃ࡑの௚
　　　　　　　　　ᯫྎ部材)のタ⨨面ཪは取付࣎ルトをᅛᐃする面
・㹎㹔　　　　э　PKRWRYROWDLF(ኴ㝧ගⓎ電)の略

6.2 高さ追ฟし基準
・ᨭᣢ面高さの追ฟし基準は、ᒇ᰿材ୖ面とする。

6.3 ᨭᣢ面ཬࡧゅᗘについて
・ᨭᣢ面は、㔝ᆅᯈᖹ行かつྠ一高さになるようにする。
・ᨭᣢ面を㔝ᆅᯈᖹ行かつྠ一高さにするたࡵには、ᒇ᰿材Ỉୗ側のゅᗘ・高さ基準Ⅼより
　Ỉୖ側２＋࡬rのゅᗘをつけᐇ⌧させること。
・ᨭᣢ面をᵓᡂするたࡵのゅᗘ(＋２r)は、CjKࢫレートのᒇ᰿材ാき長さ(182ੈ)とᒇ᰿材
　ཌ(2ੈ.�)ࡳを基準寸法としタᐃした。
　ͤィ⟬ୖでは、＋1.6rとなるが、ᒇ᰿材の㔜なりを⪃៖し基準ゅᗘを＋２rとつᐃした。
・ᨭᣢ面は、㔠具ᨭᣢ材ᮏ体ⱝしࡃは、ㄪᩚ材を用いてᐇ⌧するものとする。

6.4 取付࣎ルトཬࡧᨭᣢ面について
・㔠具ᨭᣢ材のᨭᣢ面は㔝ᆅᯈᖹ行となり、Ỉୖ側からỈୗ側࡬ഴᩳしているたࡵ、取付࣎
　ルトをタ⨨する㝿は、㔠具ᨭᣢ材にࢫトッパー等を用いて、Ỉୗ側࡬⬺ⴠしないᵝな対⟇
　をㅮࡌることがᮃましい。
・取付࣎ルトと㔠具ᨭᣢ材のᨭᣢ面のᙉᗘは、㔠具ᨭᣢ材製స࣓ー࢝ーのタィ基準等を‶㊊
　すること。

図２－ᨭᣢ面ཬࡧゅᗘつᐃ図 



6.5 㔠具ᨭᣢ材タ⨨౛
㔠具ᨭᣢ材のタ⨨౛をୗ記図３㹼図５に示す。

①ᒇ᰿材ാき長さ඲体にタ⨨する㔠具ᨭᣢ材

(౛１)

(౛２)

②ᒇ᰿材ാき長さより内側にタ⨨する㔠具ᨭᣢ材
(注１)㔠具ᨭᣢ材の形状ཪは長さ、取付位⨨によࡗては、ᨭᣢ面とྠ一面にならない
　　　ሙ合があるたࡵ、ㄪᩚ材を用いてྠ一面にするᚲせがある。

(౛１)

(౛２)

　　㔠具ᨭᣢ材ᮏ体でᨭᣢ面
　　ゅᗘをᐇ⌧するሙ合

　　㔠具ᨭᣢ材ᮏ体のᗏ面に
　　ㄪᩚ材を用いてᨭᣢ面
　　ゅᗘをᐇ⌧するሙ合

　　㔠具ᨭᣢ材ᮏ体でᨭᣢ面
　　ゅᗘをᐇ⌧するሙ合

　　㔠具ᨭᣢ材ᮏ体のᗏ面に
　　ㄪᩚ材を用いてᨭᣢ面
　　ゅᗘをᐇ⌧するሙ合

・ᖹ面࢟ーࣛࣉン 

・ᖹ面࢟ーࣛࣉン 

図３－㔠具ᨭᣢ材タ⨨౛① 

図４－㔠具ᨭᣢ材タ⨨౛② 



③ᒇ᰿材に㊬ࡗてタ⨨する㔠具ᨭᣢ材
　(౛)㔠具ᨭᣢ材ᮏ体にㄪᩚ材を用いてᨭᣢ面ゅᗘをᐇ⌧するሙ合

6.6 㔠具ᨭᣢ材のᒇ᰿面࡬の取付けについて
・ᒇ᰿材に無⌮なຊを୚えないように、面で᥋する௙ᵝとする。
・ᒇ᰿材࡬のタ⨨面✚ཬࡧᙉᗘのつᐃに関しては、製స࣓ー࢝ーのタィ基準を‶㊊すること
・ᒇ᰿面࡬の␃ࡵ付けに使用するࢫࣅは、製స࣓ー࢝ーのタィ基準を‶㊊させる取付方法と
　する。

6.7 㔠具ᨭᣢ材ࡵ␃ࢫࣅ␃ព範囲について
・㔠具ᨭᣢ材は、㔝ᆅᯈཪはたるきにࢫࣅにてᅛᐃすること。
・ᒇ᰿材の࢖ࣙࢪント部ศ、ཬࡧỈୗ部ศは、㞵Ỉがᘔりࡸす₃ࡃỈ等につながるࢀࡑ࠾が
　あるたࡵ、㔠具ᨭᣢ材をタ⨨する㝿は、㜵Ỉ⟇等を༑ศにㅮࡌること。
。ント部ศを80mm、Ỉୗ部ศを�0mmとする࢖ࣙࢪ、ព範囲の㐺正寸法は␃ࡵ␃ࢫࣅ・
・ᒇ᰿材表面、ᒇ᰿材㛫、ࡵ␃ࢫࣅ付け部に、タ⨨条件に応ࡌた㜵Ỉ⟇をㅮࡌたሙ合は、
　ୖ記㐺正寸法௨ୗでの᪋ᕤもྍとする。

6.8 㔠具ᨭᣢ材を用いた᪋ᕤ౛
①㔠具単体による᪋ᕤ౛

・ᖹ面࢟ーࣛࣉン 

図５－㔠具ᨭᣢ材タ⨨౛③ 

図６－ࡵ␃ࢫࣅ␃ព範囲図 

図７－㔠具ᨭᣢ材᪋ᕤ౛① 



②㔠具ᨭᣢ材ᗏ面にㄪᩚ材を用いる᪋ᕤ౛

③㔠具ᨭᣢ材がᒇ᰿材に㊬るሙ合の᪋ᕤ౛

④組ࡳ合ࢃせによる᪋ᕤ౛(࣋ーࢫ材＋㔠具)

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2016年4月28日改訂

・対象製品名称、略称見直しによる改訂

・7.1寸法について記載内容改訂

図８－㔠具ᨭᣢ材᪋ᕤ౛② 

図㸷－㔠具ᨭᣢ材᪋ᕤ౛③ 

図10－㔠具ᨭᣢ材᪋ᕤ౛④ 



承 認 日
登録コード 160605052

１．対象製品
እ部物ᖸし㔠物(እቨ付けタࣉ࢖) 略称：CjK 物ᖸし㔠物

２．標準(共通)化の部位
እ部物ᖸし㔠物(እቨ付けタࣉ࢖)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：࣎ルト穴ピッチ
Ｂ：ᖜ
Ｃ：高さ
㹂：࣎ルトᅛᐃ部ཌࡳ
㹃１：➃✵
㹃２：➃✵

３．寸法・形状
እ部物ᖸし㔠物(እቨ付けタࣉ࢖)の࣋ーࢫ標準寸法は、表１に示す５種類とする。

単位：mm
項目
Ａ：࣎ルト穴ピッチ
Ｂ：ᖜ
Ｃ：高さ
㹂：࣎ルトᅛᐃ部ཌࡳ
㹃１、㹃２：➃✵
࣎ルト穴ピッチは඲ての範囲に対応ྍ⬟であること。

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ࣎ルト穴ᚄ

㹋８࣎ルトに対応できること。

5.2 ࣎ルト穴の位⨨
ᖜ方ྥに対してセンターに位⨨すること。

１２２ӌＡӌ１２６１０８ӌＡӌ１１２
４４ ３６

１６０
１４

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

① ②

㹃１㸻㹃２

長期使用対応部材基準書
2016年3月24日

㹃
２
 

㹃
１
 

Ａ
 

Ｂ 

Ｃ
 

㹂 

アー࣒ 

࣋ーࢫ 

࣎ルト穴 

࣎ルト穴 



�.3 ㌣体側の取付け面
①のሙ合は࣋ーࢫᖜ44ੈ、࣋ーࢫ高さ160ੈのᮏ体が取付けらࢀるྎᗙの使用を
๓ᥦとする。
②のሙ合は࣋ーࢫᖜ36ੈ、࣋ーࢫ高さ160ੈのᮏ体が取付けらࢀるྎᗙの使用を
๓ᥦとする。

６．解　説
6.1 ஺᥮᫬䜢᝿ᐃし䛯ᶆ‽໬㝖እ㒊఩

・アー࣒の➎掛け穴位⨨ࡸゅᗘが␗なるሙ合があるので、ᕥྑセットで交換する
  事を๓ᥦにアー࣒の➎掛け穴位⨨ࡸゅᗘは標準化しない。
・アー࣒の長さࡸゅᗘは、㌺ኳࡸ㌣体のᖸ΅を⌧ሙで確認して取り付ける事を๓
  ᥦに標準化しない。

6.2 ྎᗙ使用を๓ᥦ
ྎᗙ使用を๓ᥦとし標準化を࠾こなࡗた。እቨに直᥋取付た物を交換するሙ合は、
᪤Ꮡの取付け穴をᇙࡵて位⨨をࡎらすなどᅛᐃᙉᗘがⴠࡕないように㓄៖する。

6.3 ྎᗙのᐃ⩏
物ᖸし㔠物をᘓ物にᅛᐃするたࡵのもので、㹋８࣎ルトがฟているⱝしࡃは
㹋８࣎ルトを⥾ࡵ㎸ࡴ等ができるもの。

図２－物ᖸし㔠物各部位の౛

6.4 材㉁について
物ᖸし㔠物の材㉁についてはၥࢃない。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

እቨとྎᗙ 
㸦ཧ⪃౛㸧 

物ᖸし㔠物 

࣋ーࢫ 

アー࣒ 
࣎ルト穴 

࣎ルト 
➎掛け穴 



承認日
改訂日
登録コード 160607054

１．対象部材
アル࣑຾ᡭཱྀドア用本締錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ Ｇ：バックセット
Ｂ：ケースの取付けピッチ Ｆ：鎌部のチリ寸法
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法 Ｈ：フロントの厚さ
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法 Ｉ：フロントの幅
Ｅ：デッドボルトの幅

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

① ② ③
１０１ １１０ １４８
８３ ９０ １３０

３２．５ ２９ ３２．５
１７ ２４．５ １７
２３ ２５ １８
９．６ １０ －

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2016年3月24日
2018年3月22日

寸法

表１－各部位の寸法

項目

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付ピッチ

４

Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法

３２

２４．８≦Ｉ≦２５

Ｅ：デッドボルトの幅
Ｆ：鎌部のチリ寸法
Ｇ：バックセット
Ｈ：フロントの厚さ
Ｉ：フロントの幅

Ｉ

Ａ

Ｄ
Ｃ

Ｂ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｅ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象範囲

ᶞ⬡」ྜ用の製品は対象外とする。
5.2 関㐃部材について

関㐃部材がලഛすࡁ࡭᮲௳については長住༠+3➼で☜認する。

６．解説
6.1 本締錠

ࣛッチボルトのないデッドボルトのࡳの錠。࢟ーまたはࢱ࣒ࢧーンで᪋解錠する。
6.2 鎌

アル࣑຾ᡭཱྀドア用本締錠にはデッド部に鎌が↓いものもྵまれる。
注記)表１－各部位の寸法③を示す。

6.3 取付について
部材のドア本体への取付は、Ｍ４皿小ねじを用いる。

6.4 標準(共通)化の部位について
ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2017年1月26日改訂

”表１－各部位の寸法”のＤ寸法の訂ṇ
8.2 2017年3月22日改訂

・基準書作成要領の改訂に順ずる改訂
・”２．標準(共通)化の部位”のＤ寸法取ྜい改訂
・”２．標準(共通)化の部位”にＨ、Ｉ項追加
・”３．寸法・形状”標準寸法にＨ、Ｉ項追加
・”６．解説”に取付および標準(共通)化の部位についての文章を追加



承認日

改訂日
登録コード 160607055

１．対象製品
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル㘄 略称：CjK 㘄

２．標準(共通)化の部位
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル㘄の標準(共通)化の部位を図１に示す。

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル㘄の標準(共通)化の標準寸法は、表１に示す
２種類とする。

単位：mm

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2016年3月24日

Ａ：ࣟࣇント高さ

Ｂ：ࢣーࢫ取付ピッチ

１６５Ａ：ࣟࣇント高さ １４８

Ｃ：シࣜンࢲー高さ位⨨寸法

2017年1月26日

㹂：ࢹッド高さ位⨨寸法

㹃：ࣛッチ高さ位⨨寸法

㹄：ࣁンドル高さ位⨨寸法

㹅：ࢹッドᖜ寸法

㹆：㙊部チࣜ寸法

㹇：ࣂックセット

項目 ① ②

表１－各部位の寸法

１４５

Ｃ：シࣜンࢲー高さ位⨨寸法 ３２．５ ２㸷．５
Ｂ：ࢣーࢫ取付ピッチ １３０

㹇：ࣂックセット ３２

㹅：ࢹッドᖜ寸法 ２３ ２４．８

㹆：㙊部チࣜ寸法 㸷．６ １０

４㸷 ５４．１

８０．８

㹄：ࣁンドル高さ位⨨寸法 㸷７．５ １０㸷．５
㹃：ࣛッチ高さ位⨨寸法 ７２．５
㹂：ࢹッド高さ位⨨寸法



5.1 対象範囲

・樹脂複合用の製品は対象እとする。

5.2 関連部材について
・関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
6.1 レࣂーࣁンドル㘄

・レࣂーࣁンドルが取り付き、ࣛッチ࣎ルト、ࢹッド࣎ルトを᧯సするᶵ⬟を有し、
　࢟ーまたはサ࣒ターンで᪋解㘄できる㘄。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2017年1月26日改訂

・”表１－各部位の寸法”の㹂,㹃,㹄寸法の訂正



承認日

登録コード 160607056

１．対象製品
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル✵㘄 略称：CjK 㘄

２．標準(共通)化の部位
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル✵㘄の標準(共通)化の部位を図１に示す。

３．寸法・形状
アルミ຾ᡭཱྀドア用レࣂーࣁンドル✵㘄の標準(共通)化の標準寸法を表１に示す。

単位：mm

寸法

１１０

㸷０

２８

５７

３２

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象範囲

・樹脂複合用の製品は対象እとする。

5.2 関連部材について
・関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説

㹃：ࣂックセット

図１－標準(共通)化の部位

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

項目

Ａ：ࣟࣇント高さ

Ｂ：ࢣーࢫ取付ピッチ

Ａ：ࣟࣇント高さ

2016年3月24日

Ｂ：ࢣーࢫ取付ピッチ

Ｃ：ࣛッチ高さ位⨨寸法

㹂：ࣁンドル高さ位⨨寸法

㹃：ࣂックセット

Ｃ：ࣛッチ高さ位⨨寸法

㹂：ࣁンドル高さ位⨨寸法

表１－各部位の寸法



6.1 レࣂーࣁンドル✵㘄

・レࣂーࣁンドルが取り付き、ࣛッチ࣎ルトを᧯సするᶵ⬟を有し、᪋㘄ᶵ⬟がない㘄。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。

注記　専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日
登録コード 161907057

１．対象製品
アルミ・樹脂複合),;❆用ࣅード 略称：CjK ࣅード

２．標準(共通)化の部位
アルミ・樹脂複合),;❆用ࣅードの標準(共通)化の部位を図１に示す。

　 Ａ：ࣅードのാき寸法

３．寸法・形状
アルミ・樹脂複合),;❆用ࣅードの標準寸法は、表１に示す。

単位：mm
単位
２ӌ

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 㐺用範囲

6.8mm௨ୗのᯈ࢞ࣛࢫでᵓᡂさࢀた複ᒙ࢞ࣛࢫを使用するሙ合のサッシと複ᒙ࢞ࣛࢫの
ྲྀ合䛔䛻䛴䛔䛶つᐃ䛩䜛䚹

5.2 関連部材について
・関連部材が具備すべき条件については長住協࣍ー࣒࣌ーࢪ等で確認する。

６．解　説
6.1 ᵓᡂについて

アルミ・樹脂複合),;❆に࠾ける、ඛ付けࣅード、ᚋ付けࣅード、複ᒙ࢞ࣛࢫのᵓᡂは、
図２に示す。

図２－ᵓᡂ

長期使用対応部材基準書

表１－各部位の寸法

図１－標準(共通)化の部位

2016年3月24日

項目
Ａ：ࣅードのാき寸法

ඛ付けࣅード 

たて᩿面 ᶓ᩿面 

複ᒙ࢞ࣛࢫ 

ᚋ付けࣅード 

ඛ付けࣅード 

ᚋ付けࣅード 

Ａ Ａ 

ඛ付けࣅード ᚋ付けࣅード 



6.2 取合いについて
アルミ・樹脂複合),;❆の࢞ࣛࢫ⁁形状寸法ཬࡧ複ᒙ࢞ࣛࢫとの取合い寸法の
。さえは図３、取合い寸法は、表２に示す࠾

単位：mm
①

２ӌ

6.3 ードのฎ⌮についてࣅ
。㞳して使用するࡃて、はࡌのཌさに応ࢫードは、使用する複ᒙ࢞ࣛࣅ・
。㞳ฎ⌮のᶵ⬟をᣢたないものもあるࡃードには、はࣅ・
・ඛ付けࣅードを౛として、はࡃ㞳ฎ⌮の状ែを、図４に示す。

6.4 使用༊ศについて
ードの使用༊ศはサッシᵓ㐀がアルミ㹎㹅のሙ合は表３、サッシのᵓ㐀がࣅ
アルミ樹脂複合のሙ合は、表４に示す。

単位：mm

ᖜ⁁ࢫࣛ࢞ ཌࢫࣛ࢞⥲ ฎ⌮ ฎ⌮

１２．０ はࡃ㞳なし ２ᯛはࡃ㞳

１３．０ １ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

１４．０ はࡃ㞳なし はࡃ㞳なし

１５．０ はࡃ㞳なし １ᯛはࡃ㞳

１５．８ １ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

１６．０ １ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

１７．８ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

１８．０ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

１２．０ ̿ ̿

１３．０ ̿ ̿

１４．０ ̿ ̿

アルミ㹎㹅

図３－取合い寸法の࠾さえ

ᚋ付けࣅード

表３－サッシのᵓ㐀がアルミ㹎㹅の使用༊ศ

表２－取合い寸法

項目
㹟：面クࣜアࣛンࢫ

図４－はࡃ㞳ฎ⌮の状ែ

形状
ඛ付けࣅード

２２

形状

２４

はࡃ㞳なし １ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳 はࡃ㞳ฎ⌮のᶵ⬟なし 

䠽
 

䠽
 



単位：mm

ᖜ⁁ࢫࣛ࢞ ཌࢫࣛ࢞⥲ ฎ⌮ ฎ⌮

１５．０ ̿ ̿

１６．０ ̿ ̿

１７．０ ̿ ̿

１８．０ ̿ ̿

１８．０ ̿ はࡃ㞳無し

１㸷．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２０．０ ̿ はࡃ㞳無し

２１．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２２．０ ̿ はࡃ㞳無し

２３．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２４．０ ̿ ̿

単位：mm

ᖜ⁁ࢫࣛ࢞ ཌࢫࣛ࢞⥲ ฎ⌮ ฎ⌮

１８．０ はࡃ㞳なし はࡃ㞳なし

１㸷．０ はࡃ㞳なし １ᯛはࡃ㞳

２０．０ １ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

２１．０ １ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２１．８ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２４

アルミ樹脂複合 ᚋ付けࣅード

３０

ᚋ付けࣅード
形状

表３－サッシのᵓ㐀がアルミ㹎㹅の使用༊ศ㸦⥆き㸧

アルミ㹎㹅 ඛ付けࣅード
形状

表４－サッシのᵓ㐀がアルミ樹脂複合の使用༊ศ

ඛ付けࣅード
形状 形状

３０



単位：mm

ᖜ⁁ࢫࣛ࢞ ཌࢫࣛ࢞⥲ ฎ⌮ ฎ⌮

２２．０ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２２．８ はࡃ㞳なし １ᯛはࡃ㞳

２３．８ １ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

１８．０ ̿ はࡃ㞳無し

１㸷．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２０．０ ̿ はࡃ㞳無し

２１．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２２．０ ̿ はࡃ㞳無し

２３．０ ̿ １ᯛはࡃ㞳

２４．０ ̿ ̿

１８．０ はࡃ㞳無し はࡃ㞳無し

１㸷．０ はࡃ㞳無し はࡃ㞳無し

２０．０ はࡃ㞳無し はࡃ㞳無し

２１．０ １ᯛはࡃ㞳 はࡃ㞳無し

２２．０ はࡃ㞳無し ̿

２３．０ はࡃ㞳無し ̿

２４．０ １ᯛはࡃ㞳 ̿

形状

３０

アルミ樹脂複合 ඛ付けࣅード ᚋ付けࣅード
形状

３０

表４－サッシのᵓ㐀がアルミ樹脂複合の使用༊ศ㸦⥆き㸧

３０



単位：mm

ᖜ⁁ࢫࣛ࢞ ཌࢫࣛ࢞⥲ ฎ⌮ ฎ⌮

２２．０ はࡃ㞳無し はࡃ㞳無し

２３．０ １ᯛはࡃ㞳 はࡃ㞳無し

２４．０ はࡃ㞳無し ̿

２５．０ はࡃ㞳無し ̿

２６．０ １ᯛはࡃ㞳 ̿

２２．０ はࡃ㞳なし はࡃ㞳なし

２３．０ はࡃ㞳なし １ᯛはࡃ㞳

２４．０ １ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

２５．０ １ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２５．８ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２６．０ ２ᯛはࡃ㞳 ２ᯛはࡃ㞳

２６．８ はࡃ㞳なし はࡃ㞳なし

２７．８ １ᯛはࡃ㞳 はࡃ㞳なし

２㸷．０ ２ᯛはࡃ㞳 はࡃ㞳なし

３０．０ ２ᯛはࡃ㞳 １ᯛはࡃ㞳

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

アルミ樹脂複合
形状

䠏䠎

形状
ᚋ付けࣅード

３２

３５

ඛ付けࣅード

表４－サッシのᵓ㐀がアルミ樹脂複合の使用༊ศ㸦⥆き㸧



承 認 日
登録コード 160605059

１．対象製品
እ部物ᖸし㔠物(⭜ቨ付け⦪ྍືタࣉ࢖) 略称：CjK 物ᖸし㔠物

２．標準(共通)化の部位
እ部物ᖸし㔠物(⭜ቨ付け⦪ྍືタࣉ࢖)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：࣎ルト穴ピッチ
Ｂ：ᖜ
Ｃ：高さ
㹂：࣎ルトᅛᐃ部ཌࡳ
㹃１：➃✵
㹃２：➃✵

３．寸法・形状
እ部物ᖸし㔠物(⭜ቨ付け⦪ྍືタࣉ࢖)の࣋ーࢫ標準寸法は、表１に示す５種類とする。

単位：mm
項目
Ａ：࣎ルト穴ピッチ
Ｂ：ᖜ
Ｃ：高さ
㹂：࣎ルトᅛᐃ部ཌࡳ
㹃１、㹃２：➃✵
࣎ルト穴ピッチは඲ての範囲に対応ྍ⬟であること。

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
　または、”CjK”マークを表示する。
・製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行うሙ合は、Ვໟཪは製品に長期使用対応部材で
　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ࣎ルト穴ᚄ

㹋８࣎ルトに対応できること。

5.2 ࣎ルト穴の位⨨
ᖜ方ྥに対してセンターに位⨨すること。

5.3 ㌣体側の取付け面
࣋ーࢫᖜ44ੈ、࣋ーࢫ高さ160ੈのᮏ体が取付けらࢀるྎᗙまたは、࣌ࢫーࢫがあること。

表１－各部位の寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2016年9月29日

図１－標準(共通)化の部位

㹃１㸻㹃２

１６０
１４

４４
１２２ӌＡӌ１２６

寸法

㹃
２
 

㹃
１
 

Ａ
 

Ｂ 

Ｃ
 

㹂 

アー࣒ 

࣋ーࢫ 

࣎ルト穴 

࣎ルト穴 



６．解　説
6.1 ஺᥮᫬䛾ὀពⅬ

・アー࣒の➎掛け穴位⨨ࡸ使用ゅᗘが␗なるሙ合があるので、ᕥྑセットで交換する事を
  ๓ᥦとする。
・アー࣒཰⣡᫬のアー࣒と➟ᮌ・ᡭᦾࡸ㌣体とのᖸ΅があるሙ合は、࣌ࢫーサー等の使用で
　ㄪᩚする。(図２ཧ↷)

6.2 ྎᗙ使用を๓ᥦ
ྎᗙ使用を๓ᥦとし標準化を࠾こなࡗた。⭜ቨに直᥋取付けた物を交換するሙ合は、
᪤Ꮡの取付け穴をᇙࡵて位⨨をࡎらすなどᅛᐃᙉᗘがⴠࡕないように㓄៖する。

6.3 ྎᗙのᐃ⩏
⭜ቨにᅛᐃさࢀ、物ᖸし㔠物を取り付けるたࡵの㹋８࣎ルトがฟているⱝしࡃは、㹋８
࣎ルトを⥾ࡵ㎸ࡴ等ができるもの。(図２ཧ↷)

6.4 材㉁について
物ᖸし㔠物の材㉁についてはၥࢃない。

6.5 Ᏻ඲対⟇について
交換ᚋ、㊊掛かりにならないように㓄៖する。(図２ཧ↷)(ᪧ公Ⴀ住Ꮿᘓタ基準➨36条ཧ↷)

図２－物ᖸし㔠物各部位の౛

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

⭜ቨと 
ྎᗙ 

㸦ཧ⪃౛㸧 

⦪ྍືタࣉ࢖ 
物ᖸし㔠物 

࣋ーࢫ 

アー࣒ 

࣎ルト穴 

࣎ルト 

➎掛け穴 

㊊掛かりに

なる部位

㸦解説6.5㸧 

➟ᮌ・ᡭᦾとᖸ΅しな
いこと㸦解説6.1㸧 

㸦཰⣡᫬㸧 

 ーサー等࣌ࢫ

㸦解説6.1㸧 



承 認 日
登録コード　 160607060

１．対象製品
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用引ᡭ 略称：CjK 引ᡭ

２．標準(共通)化の部位
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用引ᡭの標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：እ形⦪寸法
Ｂ：እ形ᶓ寸法
Ｃ：እ形῝さ寸法
㹂：表面ฟ寸法

・引ᡭᡭ掛け表面ࣛࣇットタࣉ࢖

   図１－標準(共通)化の部位

３．寸法
アルミ・樹脂複合引き違いサッシ用引ᡭの標準寸法は、表１に示す ８種類とする。

表１－各部位の寸法

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材である事を表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2016年11月24日

単位：mm

項目 ① ② ③ յ ն շ ո

Ａ：እ形⦪寸法 㸷０ １２２

Ｂ：እ形ᶓ寸法 １８ １㸷 ２０ ２３ ２２．６

Ｃ：እ形῝さ寸法 １０ １２ 㸷．８ １１．３ １１．５ １１ １２．５

㹂：表面ฟ寸法

④

ӌ１

１０ӌＣӌ１１

１００ １２０

１㸷 ２２



５．特記事項
5.1 対象の範囲

・᱋形状がࣛࣇットな部ศに取付ࡃ引ᡭ部品に㝈ᐃする。
・引ᡭ部品のᡭ掛け࿘㎶がࣛࣇットなものに㝈ᐃする。

5.2 引ᡭ部品の取り付け
・᱋形状と᱋ຍᕤ穴形状、ཬࡧ 引ᡭ部品形状の取合い࣓࢖ーࢪを 図２に示す。
・引ᡭ部品は᱋ຍᕤ穴にᔐ合にてᅛᐃさࢀるものに㝈ᐃする。
・引ᡭ部品取付ᚋ、᱋ຍᕤ穴が㞃ࢀること。

5.3 引ᡭ部品取付部の᱋ຍᕤ穴寸法
・᱋ຍᕤ穴寸法と引ᡭ部品寸法との対ẚを表２に示す。
・᱋ຍᕤ穴寸法 ཬࡧ 引ᡭ部品寸法を確認し、引ᡭ部品を㑅ᐃすること。

表２－᱋ຍᕤ穴寸法 ཬࡧ 引ᡭ部品寸法

６．解説
6.1 引ᡭ῝さについて

・引ᡭ῝さは᱋ຍᕤ穴῝さ寸法を確認する事。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について
・交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

引ᡭ部品が取付ࡃ᱋形状がࣛࣇットであること。 ᱋ 

引ᡭ部品 

引ᡭ部品のᡭ掛け࿘㎶がࣛࣇットなものであること。 

図２－᱋形状と᱋ຍᕤ穴形状、ཬࡧ 引ᡭ部品形状の取合い࣓࢖ーࢪ 

単位：mm

項目 ① ② ③ ④ յ ն շ ո

Ａ
：᱋ຍᕤ穴寸法 ７２．５ ８２ ８５．４ １１４．５ １０５．４

Ｂ
：᱋ຍᕤ穴寸法 １３．８ １４．３ １６ １５ １８

Ａ ：እ形⦪寸法 㸷０ １２２

Ｂ ：እ形ᶓ寸法 １８ １㸷 ２０ １㸷 ２３ ２２．６２２

１００ １２０

１１０

１８



承 認 日
登録コード

１．対象製品
❆シࣕッター用᧯స⣣(⧄⥔⣔) 略称：CjK ᧯స⣣

２．標準(共通)化の部位
❆シࣕッター用᧯స⣣の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：⣣のኴさ

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
❆シࣕッター用᧯స⣣の寸法は、表１に示す。

単位：ੈ

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。

５．特記事項
・⣣は࣏࢚ࣜࢸࢫル、ࣟ࢖ࢼン等の⧄⥔⣔に㝈ᐃする。
。は対象እとするࣉー等の㔠ᒓ製ࣟーࣖ࢖࣡・
・⣣を通す穴ᚄ Ａ
 は、ȭ３．４ӌ穴ᚄ Ａ
 ӌȭ３．６とする。
・⣣と⣣を通す穴ᚄ Ａ ̓の関ಀを 図２に示す。

図２－⣣と⣣を通す穴ᚄ Ａ̓の関ಀ

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2017年1月26日

表１－各部位の標準(共通)化寸法

項目 寸法
Ａ：⣣のኴさ ȭ２．５ӌＡӌȭ３．０

170607061

䠝
 



６．解説
・⣣ඛ➃に取り付ࡃᥱり⋢は対象እとするが、ᥱり⋢形状をཧ⪃として図３に示す。

図３－ᥱり⋢形状

・⣣のษ᩿部は࡯つࢀないようにຍᕤすること。
・⣣の長さについては、⌧ሙにてษ᩿ㄪᩚするものとする。
   ᑦ、⣣の長さは420ੈ㹼��0ੈを目Ᏻとする。
・ᮏ基準書ではࠕ⣣ࠖと表⌧しているが、௚にࣟࠕࠖࣔࣄࠕーࠖࣉ等の表⌧もある。

７．共通事項
7.1 寸法について

・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。

7.2 交換について

・交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。

注記　専門知識を有する者とは：専門知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日
改 訂 日

登録コード　 170603062

１．対象製品
樹脂製㞵ᵽ(たてどい୸ᆺ) 略称：CjK 㞵ᵽ

２．標準(共通)化の部位
たてどいの標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：外径

Ｂ：ཌさ

３．寸法・形状
たてどい୸ᆺは┿෇形として標準寸法は表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該ၟ品が長期使用対応部材であることを表示する。
　または、”CjK”マークを表示する。
・製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行う場合は、Ვໟཪは製品に長期使用対応部材で
　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

５．特記事項
固定用✺㉳部について
たてどい⥅ᡭなどがᖸ΅する場合には部ศ的に✺㉳部ศをษ除する。

固定用✺㉳部

６．解 説
6.1 固定用✺㉳部について

ษ除により基準寸法・形状を‶たせࡤ✺㉳の有↓はၥࢃない。

Ａ：外径 ５㸷．７
Ｂ：ཌさ １．１

図２－固定用✺㉳部の౛

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2017年1月26日
2024年3月21日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目 寸法

Ｂ寸法ヲ⣽



７．共通事項
7.1 寸法について

 ・寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

 ・交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2024年3月21日改訂

５．特記事項について、5.2関㐃部材がලഛす࡭き᮲௳の記載を削除した。



承 認 日
登録コード　 170607067

１．対象製品
樹脂引き違いサッシ用クレセント 略称：CjK クレセント

２．標準(共通)化の部位
樹脂引き違いサッシ用クレセントの標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付穴ピッチ
Ｂ：はたらき高さ
Ｃ：かかり寸法

   図１－標準(共通)化の部位

３．寸法
樹脂引き違いサッシ用クレセントの標準寸法を表１に示す。

表１－各部位の寸法と組合せパターン

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材である事を表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。
取付ࡌࡡは㹋４。

６．解説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について
交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2017年6月22日

単位：ੈ
項目 ① ② ③ ④

Ａ：取付穴ピッチ ４５ ５０
Ｂ：はたらき高さ ２１ １８ ２０ ３４
Ｃ：かかり寸法 ２４ ２４２５

６０



承 認 日
改 訂 日

登録コード　 170603071

１．対象製品
たてどい用支ᣢල(୸ᆺ) 略称：CjK 支ᣢල

２．標準(共通)化の部位

　　　඲࿘バンドタイプ　　　　　　  クࣜップタイプ

３．寸法・形状
たてどい用支ᣢල(୸ᆺ)の標準寸法は表１に示す。

単位：mm
① ② ③

２４ ２８ ４６

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該ၟ品が長期使用対応部材であることを表示する。
　または、”CjK”マークを表示する。
・製品࡬の表示は௵ពとし、表示を行う場合は、Ვໟཪは製品に長期使用対応部材で
　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

５．特記事項
ᮏ支ᣢලはCjK㞵ᵽの使用を๓ᥦとする。

６．解 説
・඲࿘バンドタイプ：たてどいの඲࿘をバンドでಖᣢするタイプ。
・クࣜップタイプ：たてどいの✺㉳部等࡬のᔐ合によりಖᣢするタイプ。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2017年9月28日
2024年3月21日

たてどい用支ᣢල(୸ᆺ)の標準(共通)化の対象は඲࿘バンドタイプもしくはクࣜップタイプと
し、部位を図１に示す。

　　　　Ａ：取付㠃からたてどい
　　　　　　外࿘㠃の寸法
　　　　Ｂ：内径

図１－標準(共通)化の部位

交換について

表１－各部位の寸法

項目
Ａ：取付㠃からたてどい外࿘㠃の寸法
Ｂ：内径 ６０



８．改訂履歴
8.1 2024年3月21日改訂

５．特記事項について、関㐃部材がලഛす࡭き᮲௳の記載を削除した。



承 認 日
登録コード 170605075

１．対象製品
外部物干し金物(腰壁付けポール上下式タイプ) 略称：CjK 物干し金物

２．標準(共通)化の部位
外部物干し金物(腰壁付けポール上下式タイプ)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ボルト穴ピッチ
Ｂ：ベース幅
Ｃ：ベース高さ
Ｄ：ボルト固定部厚み
Ｅ：端空
Ｆ：ボルト固定部ふところ寸法

　　ポール最下段時のポール下端

３．寸法・形状
外部物干し金物(腰壁付けポール上下式タイプ)のベース標準寸法は、表１に示す３種類とする。

単位：mm

Ａ：ボルト穴ピッチ
Ｂ：ベース幅
Ｃ：ベース高さ
Ｄ：ボルト固定部厚み

ボルト穴(Ａ下)の形状でボルト穴ピッチは全ての範囲に対応可能であること。

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
　または、”CjK”マークを表示する。
・製品への表示は任意とし、表示を行う場合は、梱包又は製品に長期使用対応部材で
　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 躯体側の取付け面

表１のＢ：ベース幅、Ｃ：ベース高さの本体が取付けられるボルトに対応した
台座(解説6.3)または、スペースがあること。

Ｇ：ボルト穴(Ａ上)から
ポール最下段時のポール下端

Ｇ：ボルト穴(Ａ上)から

≦７９３

４７．４
２４５

≦４．５

≧３０

表１－各部位の寸法

２９．５ ３２．５ ２９
Ｆ：ボルト固定部ふところ寸
法

2017年9月28日

図１－標準(共通)化の部位

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

②

４１
２７５

Ｅ：端空

③
１２２≦Ａ≦１２６

項目 ①

２１５

ベース 

A

C
 

E

B

ポール

F

D 

保護材等 
(寸法外) 

G
 



5.2 標準取付高さ
床からボルト穴(Ａ上)は800㎜以上とする(解説6.5)。ただし、取付高さを800㎜未満と
する場合は床とポールが干渉しない取付高さとすること。

5.3 ボルト穴径(Ａ)
Ｍ８ボルトに対応できること。

5.4 ボルト穴の位置
幅方向に対してセンターに位置すること。

5.5 ボルトの出寸法
最大4.5㎜(Ｄ)の厚みの固定に対応すること。また、取付け面からの雄ネジ出寸法は
30㎜(Ｆ)以下とする。

６．解　説
6.1 交換時の注意点
・アームの竿掛け穴位置、使用角度やポールの上下の可動範囲が異なる場合が
  あるので、左右セットで交換する事を前提とする。
・ポールと笠木・手摺や躯体との干渉がある場合は、スペーサー等の使用で
　調整する。(図４参照)

6.2 台座使用を前提
台座使用を前提とし標準化をおこなった。腰壁に直接取付けた物を交換する場合は、
既存の取付け穴を埋めて位置をずらすなど固定強度が落ちないように配慮する。

6.3 台座の定義
腰壁に固定され、物干し金物を取り付けるためのＭ８ボルトが出ている若しくは、Ｍ８
ボルトを締め込む等ができるもの。(図４参照)

6.4 材質について
物干し金物の材質については問わない。

図２－取付高さ

図３－ボルトの出寸法 

取付高さ 
800mm以上 

ボルト穴(Ａ上) 

ベース 

ポール 

ボルト穴 

ボルト 

台座 

腰壁または台座 
≦4.5 ≦30 

ベース 

ボルト 

ナット 
雄ネジ 



6.5 標準取付高さ800㎜以上の理由
表１のＧ寸法793㎜を鑑み800㎜以上とする。

6.6 安全対策について
交換後、足掛かりにならないように配慮する。
(図４参照)(旧公営住宅建設基準第36条参照)

図４－物干し金物各部位の例

７．共通事項
7.1 寸法について
寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記 専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

スペーサー等 
(解説6.1) 

腰壁付け 
ポール上下式 
物干し金物 

ベース 

ポール 

ボルト穴 

腰壁と 
台座 

（参考例） 

ボルト 

笠木・手摺と 
干渉しないこと 
(解説6.1) 

足掛かりに 
なる部位 
(解説6.6) 

アーム 

竿掛け穴 

台座(解説6.3) 



承 認 日
登録コード　 170607076

１．対象製品
樹脂上げ下げ窓用クレセント 略称：CjK クレセント

２．標準(共通)化の部位
樹脂上げ下げ窓用クレセントの標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付穴ピッチ
Ｂ：はたらき高さ
Ｃ：かかり寸法

   図１－標準(共通)化の部位

３．寸法
樹脂上げ下げ窓用クレセントの標準寸法を表１に示す。

表１－各部位の寸法と組合せパターン

４．表示方法
印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材である事を表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。
Ｃ寸法については、許容差±０．１ｍｍとする。
取付ねじはＭ４。

６．解説
特に無し。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について
交換については、専門知識を有する者が行なうことを推奨する。
注記　専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

長期使用対応部材基準書
2017年11月24日

単位：mm
項目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Ａ：取付穴ピッチ ５０ ５５
Ｂ：はたらき高さ ２１．５ ３３．５ １８ ３０ ３４．５ ２０
Ｃ：かかり寸法 １０ ２４ ２５ ２５

４５ ６０

２８



承 認 日
登録コード 180603080

１．対象部材
樹脂製たてどい用接続部品(丸型・連結) 略称：CjK 接続部品

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

３．寸法・形状
図１の各部の寸法を表１に示す。

Ａ：接続部内径
Ｂ：接続部外径

長期使用対応部材基準書
2018年3月22日

図１－標準(共通)化の部位

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
・本接続部品はCjK樹脂製雨樋(たてどい丸型)を両端に接着剤等を用いて固定する事を
　前提とする。
・製品誤差によるはめあい不良を抑制する為に接続部にテーパー等を施す事が望ましい。

６．解説
・たてどいとのはめあい部の接続には内径接続と外径接続がある。接続部品の内側に
　たてどいがはめあうタイプを内径接続、接続部品の外側にたてどいがはめあうタイプ
　を外径接続とし、内径接続、外径接続の組合せについては問わない。
・接続部品の標準寸法以外の部品全体の長さや角度などの形状については問わない。
・形状の例として図２に示す。

表１－各部位の寸法

項目 寸法
Ａ：接続部内径 ６０．２
Ｂ：接続部外径 ５７．８



７．共通事項
7.1 寸法について

7.2

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

図２－形状の例

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
交換について

外ᚄ᥋⥆ 

外ᚄ᥋⥆ 外ᚄ᥋⥆ 

ෆᚄ᥋⥆ 

外ᚄ᥋⥆ 

外ᚄ᥋⥆ 外ᚄ᥋⥆ 

ෆᚄ᥋⥆ 



承 認 日
登録コード 180603081

１．対象部材
樹脂製たてどい用接続部品(丸型・片側接続) 略称：CjK 接続部品

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

３．寸法・形状
図１の各部の寸法を表１に示し、ＡもしくはＢのいずれかを具備する。

　　　　Ａ：接続部内径
　　　　Ｂ：接続部外径

図１－標準(共通)化の部位

長期使用対応部材基準書
2018年3月22日

図１の各部の寸法を表１に示し、ＡもしくはＢのいずれかを具備する。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
・本接続部品はCjK樹脂製雨樋(たてどい丸型)を片側に接着剤等を用いて固定する事を
　前提とする。
・製品誤差によるはめあい不良を抑制する為に接続部にテーパー等を施す事が望ましい。

６．解説
・たてどいとのはめあい部の接続には内径接続と外径接続がある。接続部品の内側に
　たてどいがはめあうタイプを内径接続、接続部品の外側にたてどいがはめあうタイプ
　を外径接続とし、内径接続、外径接続の組合せについては問わない。
・接続部品の標準寸法以外の部品全体の長さや角度などの形状については問わない。
・形状の例として図２に示す。

Ａ：接続部内径 ６０．２

表１－各部位の寸法

項目 寸法

Ｂ：接続部外径 ５７．８



７．共通事項
7.1 寸法について

7.2 交換について
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

図２－形状の例

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

ෆᚄ᥋⥆ 

外ᚄ᥋⥆ 外ᚄ᥋⥆ 

ෆᚄ᥋⥆ 

外ᚄ᥋⥆ 外ᚄ᥋⥆ 



承 認 日
登録コード 180607083

１．対象部材
樹脂複合勝手口ドア用本締錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法
Ｅ：デッドボルトの幅寸法
Ｆ：鎌部のチリ寸法
Ｇ：バックセット
Ｈ：フロントの厚さ
Ｉ：フロントの幅

長期使用対応部材基準書
2018年3月22日

䠥 

䠝
 䠠
 

Ｃ
 

䠞
 

䠢 

䠤 

䠡
 

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：㎜

① ② ③
１１０ １０１ ２１９
９０ ８３ １１０

２９．５ ３２．５ ３０
２４．６ １６．５ ３２．７
２４．８ ２３ ３４．６
１０ ９．６ １０
３２ ３２ ３５．５
４ ４ ３．５
２５ ２５ ３０

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

Ｇ：バックセット
Ｈ：フロントの厚さ
Ｉ：フロントの幅

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法
Ｅ：デッドボルトの幅寸法
Ｆ：鎌部のチリ寸法

項目 寸法

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

䠥 

䠝
 䠠
 

Ｃ
 

䠞
 

䠢 

䠣 

䠤 

䠡
 



５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
6.1 レバーハンドル錠
レバーハンドルが取り付き、ラッチボルト、デットボルトを操作する機能を有し、
キーまたはサムターンで施解できる錠。

6.2 取付
部材のドア本体への取り付けは、Ｍ４皿小ネジを用いる。

6.3 標準(共通)化の部位について
ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について
寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について
交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記)専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。



承 認 日
登録コード 180607084

１．対象部材
樹脂複合勝手口ドア用レバーハンドル錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法
Ｅ：ラッチボルトの高さ位置寸法
Ｆ：スペーシング
Ｇ：デッドボルトの幅寸法
Ｈ：鎌部のチリ寸法
Ｉ：バックセット
Ｊ：フロントの厚さ
Ｋ：フロントの幅

長期使用対応部材基準書
2018年3月22日

䠝
 

䠠
 

Ｃ
 

䠡
 

䠤 
䠢

 䠞
 

䠣
 

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：㎜
表１－各部位の寸法

図１－標準(共通)化の部位

項目 寸法
Ａ：フロントの高さ １４８
Ｂ：ケースの取付けピッチ １３０
Ｃ：シリンダーの高さ位置寸法 ３２．５
Ｄ：デッドボルトの高さ位置寸法 １６．５
Ｅ：ラッチボルトの高さ位置寸法 ２３．５
Ｆ：ハンドル高さ位置寸法 ６５
Ｇ：デッドボルトの幅寸法 ２３
Ｈ：鎌部のチリ寸法 ９．７
Ｉ：バックセット ３２
Ｊ：フロントの厚さ ４
Ｋ：フロントの幅 ２５

䠧 

䠝
 

䠠
 

Ｃ
 

䠡
 

䠤 

䊠 
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䠢
 䠞
 

䠣
 



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
6.1 レバーハンドル錠
レバーハンドルが取り付き、ラッチボルト、デットボルトを操作する機能を有し、
キーまたはサムターンで施解できる錠。

6.2 取付
部材のドア本体への取り付けは、Ｍ４皿小ネジを用いる。

6.3 標準(共通)化の部位について
ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について
寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について
交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記)専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。



承 認 日
登録コード 180607085

１．対象部材
樹脂複合勝手口ドア用レバーハンドル空錠 略称：CjK 錠

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：ラッチボルトの高さ位置寸法
Ｄ：ハンドルの高さ位置寸法
Ｅ：バックセット
Ｆ：フロントの厚さ
Ｇ：フロントの幅

長期使用対応部材基準書
2018年3月22日

Ａ
 

Ｂ
 

Ｆ 

Ｄ
 

Ｃ
 

Ｇ 

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：㎜

① ② ③
１１０ １４８ ２４０
９０ １３０ ２００
２８ ７２．５ １４８
２９ ２５ ４８
３２ ３２ ３５．５
４ ４ ３．５
２５ ２５ ２４

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

Ｇ：フロントの幅

Ａ：フロントの高さ
Ｂ：ケースの取付けピッチ
Ｃ：ラッチボルトの高さ位置寸法
Ｄ：ハンドルの高さ位置寸法
Ｅ：バックセット
Ｆ：フロントの厚さ

項目 寸法

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

Ａ
 

Ｂ
 

Ｅ 
Ｆ 

Ｄ
 

Ｃ
 

Ｇ 



５．特記事項
関連部材が具備すべき条件については長住協HP等で確認する。

６．解説
6.1 レバーハンドル錠
レバーハンドルが取り付き、ラッチボルト、デットボルトを操作する機能を有し、
キーまたはサムターンで施解できる錠。

6.2 取付
部材のドア本体への取り付けは、Ｍ４皿小ネジを用いる。

6.3 標準(共通)化の部位について
ケース本体部の外形寸法については、フロント部で規定される”ケースの取付け
ピッチ”および”フロントの幅”より小さいことが明らかであることから、標準
(共通)化の部位から除外した。

７．共通事項
7.1 寸法について
寸法は基準値を示し、公差・許容差を表わすものではない。

7.2 交換について
交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。
注記)専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。



承 認 日

登録コード 180605086

１．対象部材
外部物ᖸし金物(㌺ኳ௜ࡅ㏫㹒Ꮠࣉ࢖ࢱ) 略称：CjK 物ᖸし金物

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ࢱࣥࢭーࡽ࠿のࢫࣅ位⨨の範囲

Ｂ：ࢫࣅ✰ᚄ

３．寸法・形状
図１のྛ部位の寸法を表１に示す。

単位：PP

Ｂが長✰のሙྜは▷㎶寸法とする。

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ୗᆅ材のࢬ࢖ࢧ

ୗᆅ材(㔝⦕➼)の幅は38㎜以ୖとする。

図２－ୗᆅ材(㔝⦕➼)

2018年4月26日

ӌ７．５

図１－標準(共通)化の部位

項目 寸法

Ａ：ࢱࣥࢭーࡽ࠿のࢫࣅ位⨨の範囲

Ｂ：ࢫࣅ✰ᚄ

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

６

表１－ྛ部位の寸法

Ａ

B

Ａベース

ポール

アーム

ベース部上面図

ビス穴数と配置は参考

≧38㎜

軒天板

下地材(野縁等)

ベース取付ビスの範囲の例



5.2 ᅛ定するࢫࣅ

。ためࡄはȭ５㎜以ୗとする。ୗᆅ材(㔝⦕➼)の๭れを㜵ࢫࣅ・

。と㓄⨨はཧ⪃とするᩘ✰ࢫࣅの本ᩘは製㐀࣓ー࢝ーでつ定する。図１のࢫࣅ・

６．解説
6.1 交換時の注意点

࣏ール長さ࢔ࡸー࣒長さが␗なるሙྜがあるので、ᕥྑࢭッࢺで交換する事を

๓ᥦとする。

6.2 ㌣体ഃのྲྀ௜ࡅ部

᪤Ꮡのྲྀ௜ࡅ✰をᇙめて位⨨をࡽࡎすなどᅛ定ᙉᗘがⴠࡕないように㓄៖する。

6.3 材㉁について

物ᖸし金物の材㉁についてはၥࢃない。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日

登録コード 180605089

１．対象部材
樹脂製たてどい用排水管カバー(丸型) 略称：CjK 排水管カバー

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

表１－各部位の寸法

図１－標準(共通)化の部位

Ｅ：排水管カバー部内径
Ｆ：カバー全長
Ｇ：排水管接続部外部深さ

Ａ：たてどい接続部最小部内径
Ｂ：たてどい接続部深さ
Ｃ：排水管接続部外径
Ｄ：排水管接続部内部深さ

Ｆ：カバー全長

Ｇ：排水管接続部外部深さ

項目

Ｅ：排水管カバー部内径

寸法

６２

≧１００

≦５３

２０≦Ｄ≦４５

≧９４

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2018年11月22日

Ａ：たてどい接続部最小部内径

Ｂ：たてどい接続部深さ

Ｃ：排水管接続部外径

Ｄ：排水管接続部内部深さ

≦１６５

２０≦Ｇ≦４５　かつ　Ｇ≦Ｄ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
・本排水管カバーはCjK樹脂製雨樋(たてどい丸型)の端部と排水管を接続する部品である。

・排水管が具備すべき条件としてＪＩＳ　Ｋ　６７４１に規定されるＶＵ５０・６５・

　７５、ＶＰ６５・７５の何れかである事。

・排水管の地盤面からの立ち上がり寸法は10～20mmの範囲であり、たてどいの切断位置は

　地盤面から80㎜としている。(図２)

たてどい

６．解説
・排水管接続部深さ(寸法Ｄ)、カバー全長(寸法Ｆ)、排水管接続部高さ(寸法Ｇ)について

　は交換時の作業性を考慮して、上限を決定した。(図３)

・接続部品の標準寸法以外の部品全体の長さや角度などの形状、たてどい固定用の突起

　部に合わせたリブを設ける等については問わない。形状の例として図４に示す。

７．共通事項
7.1 寸法について

7.2
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

交換について

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

図２－地盤面からの寸法

図４－形状の例図３－交換時の作業
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承 認 日

登録コード　 190603098

１．対象部材
トップライト(勾配屋根用) 略称：CjK トップライト

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：トップライト外枠外のり寸法(流れ方向)

Ｂ：トップライト外枠外のり寸法(幅方向)

Ｃ：内装パネル内のり寸法(流れ方向)

Ｄ：内装パネル内のり寸法(幅方向)

Ｅ：トップライト外枠内のり寸法（流れ方向）

Ｆ：トップライト外枠内のり寸法（幅方向）

注記)寸法Ｅ、Ｆのとり方は、図２の様に、網戸、ブラインド等の取付面を阻害しない

　とり方とする。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2019年11月28日

図１－標準(共通)化の部位

図２－寸法Ｅ、Ｆのとり方

トップライト外枠

野地板

ブラインド

Ｅ、Ｆ

トップライト外枠

野地板

内装パネル

Ａ

Ｅ

Ｃ

トップライト外枠

野地板

内装パネル

Ｂ

Ｆ

Ｄ



３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

注記)(　)内は、野地板のみ込み設置の場合を示す。(図４参照)

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 躯体側の具備すべき条件

野地板の開口寸法Ａ’、Ｂ’(図３)は、表２に規定する寸法とする。

5.2 対象部材と躯体の取り合い部の条件

内装パネル内面は野地板開口の内側にあるものとし、図３に示す野地板開口端部から

トップライト外枠内面までの寸法Ｇｉ、及び野地板開口端部から内装パネル内面まで

の寸法Ｈｉは、表２に規定する寸法とする。

単位：mm

注記)（ｉ＝１、２、３、４）はトップライトの４辺を示す

表２－各寸法

表１－各部位の寸法

① ② ③ 　④
Ａ’：野地板開口

(流れ方向)
Ｂ’：野地板開口

(幅方向)

項目
寸法

５５０ ７８０

７００ ５５０ ７８０ ９８０

Ｇｉ：野地板開口端部
　　　外枠内面間寸法
(ｉ＝１、２、３、４)

Ｈｉ：野地板開口端部
    　内装パネル内面
　　　間寸法
(ｉ＝１、２、３、４)

≧３０

１２．５≦Ｈｉ≦３０

① ② ③ 　④

４９０≦Ｃ
＜５２５

７２０≦Ｃ
＜７５５

９２０≦Ｃ
＜９５５

項目
寸法

Ａ：外枠外のり
　　(流れ方向)

６９０≦Ａ
（＜７００）

５４０≦Ａ
（＜５５０）

７７０≦Ａ
（＜７８０）

９７０≦Ａ
（＜９８０）

Ｅ：外枠内のり寸法
　　(流れ方向)

＜６４０ ＜４９０ ＜７２０ ＜９２０

Ｂ：外枠外のり
　　(幅方向)

５４０≦Ｂ
（＜５５０）

７７０≦Ｂ（＜７８０）

Ｃ：内装パネル内のり
　　寸法(流れ方向)

６４０≦Ｃ
＜６７５

Ｆ：外枠内のり寸法
　　(幅方向)

＜４９０ ＜７２０

Ｄ：内装パネル内のり
　　寸法(幅方向)

４９０≦Ｄ
＜５２５

７２０≦Ｄ＜７５５



5.3 対象の範囲

・本基準書は2.5寸以上の勾配屋根用のトップライトを対象としており、フラット屋根用

　は対象外とする。

・開閉方式については、特に規定しない。

６．解説
・躯体側の大幅な改修を伴わずに容易に、また開閉タイプとＦＩＸタイプの相互の

　交換が可能となるように、トップライトの寸法を定めた。

・内装パネルがトップライト外枠よりもガラス側に突出しない様に、内装パネル内のり

　寸法、及びトップライト外枠内のり寸法を定め、野地板開口寸法－60mm（片側30mm）

　とした。

・トップライト外枠外のり寸法と野地板開口寸法は、トップライト固定のための

　アングル材等の端空き寸法確保のため、クリアランスが10㎜以下(片側５㎜以下)

　となる寸法とした。

・内装パネル内のり寸法の上限値は、石膏ボード厚12.5mmを想定し、野地板開口寸法

　より25mmを減じた寸法とした。

・野地板のみ込み設置の場合は、野地板開口寸法よりもトップライト外枠外のり寸法

　の方が小さい必要があるため、寸法Ａ、Ｂの上限を定めた。

図３－野地板開口、及びトップライトと野地板開口との取り合い

図４－野地板のみ込み設置

トップライト外枠

野地板

トップライト外枠

野地板

Ａ’

Ｇｉ
Ｈｉ

トップライト外枠

野地板

Ｂ’

Ｇｉ
Ｈｉ



７．共通事項
7.1 寸法について

7.2

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

交換について



登録コード 190607099

１．対象部材
ᶞ⬡ᘬࡁ㐪いࢧッࢩ用ᡞ㌴ 略称：CjK ᡞ㌴

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：タイࣖ⁁の㹐

Ｂ：࢘ࣁジンࢢ上端からタイࣖ⁁

Ｃ：࢘ࣁジンࢢᖜ

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

❆用 単位：mm

ラス用ࢸ 単位：mm

長 期 使 用対 応部 材基 準書

承 認 日 2019年11月28日

Ｂ：࢘ࣁジンࢢ上端からタイࣖ⁁ ２９．２ ３９．８ ２８．５ ３１．０３５．７

Ａ：タイࣖ⁁の㹐 㹐２．０

改 訂 日 2026年1月22日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ③ ④ յ②

Ａ：タイࣖ⁁の㹐 㹐２．０

１６．８

項目
寸法

ն ո պշ չ

Ｃ：࢘ࣁジンࢢᖜ １５．２ １４．６

㹐５．０㹐３．５

１４．６１２．２

㹐２．３

㹐２．３ 㹐３．５

１２．２ １３．２１６．８

Ｂ：࢘ࣁジンࢢ上端からタイࣖ⁁

Ｃ：࢘ࣁジンࢢᖜ １３．８ １７．８

４４．５ ４５．５ ４３．５３５．７ ２８．５

Ａ

Ｃ

Ｂ

ࢢジン࢘ࣁ

タイࣖ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

・ᡞ㌴は調整ᡞ㌴を対象とし、表１のＢ寸法は調整範囲の᭱ᑠ値とする。

・ᡞ㌴のタイࣖ形状は、⁁ᡞ㌴とする。(-,6 $ 5545�2011につ定する)

・ᡞ㌴のタイࣖᩘは、1ಶのものを対象とする。

5.2 タイࣖ⁁㹐とࢧッࣞࢩーࣝの先端㹐の関ಀ

タイヤ溝Ｒ(Ａ寸法)は、サッシレールの先端Ｒとの組合せがあるので、その関係を

記載する。(図２および表２)

単位：mm

㹐２．０ 㹐２．３ 㹐３．５ 㹐５．０

㹐１．７ 㹐２．０ 㹐３．０ 㹐４．０

６．解説
6.1 戸車にかかる荷重と戸車高さについて

。ているࢀ用㔠物”にて”ᡞ㌴の㉮行ᛶ能ヨ験”が記さࢩッࢧ”5545：2011 $ 6,-
ヨ験方法は、ᡞ㌴を取り付けたᡞを ᚟運動さࡏ、ᡞ㌴の㉮行ᛶ能を☜認するもので

あり、ᡞ㌴にかかるⲴ㔜ࡸ ᚟ᅇᩘ、ᡞ㌴高さ(እᚄ寸法)の関ಀについてがつ定さࢀ

ている。ヨ験時における☜認事項として、使用上ᨭ㞀のあるᶓ᣺ࢀ及び⦪᣺ࢀがない

こととなっており、ᡞ㌴㑅定の㝿は専門ᴗ者による☜認が必せである。

6.2 ᡞ㌴の取り付け方法について

ないሙྜがࡁで、ᅛ定方法によっては容᫆に交換でࠎのᡞ㌴取り付け方法はᵝࢩッࢧ

ある。また、ᡞ㌴㑅定の㝿は࢘ࣁジンࢢᖜ寸法特定のⅭ、取付けഃ(ࢧッࢩ)の部材寸

法の 定が必せであり、ᡞ㌴㑅定の㝿は専門ᴗ者による☜認が必せである。

6.3 ラス用とはࢸ

ఫᏯのᒃᐊからࢸラス、ࣝࣂコࢽーなどにฟධりでࡁるようにした❆をࢸラス用、

そࢀ௨እを❆用と定⩏した。

6.4 調整ᡞ㌴とは

高さをドライࣂー等で調整しᘓ付け調整でࡁるᡞ㌴をいう。

注記)一般の方がᙜヱ部品交換を行うことは༴㝤が኱ࡃࡁ、ᐇ㝿にⱞ᝟として発生し

　　 ていることより、3/上のච㈐も㓄៖し解説6.1、6.2を記載した。

タイࣖ⁁㹐(Ａ寸法)

ࣞーࣝ先端㹐

図２－タイࣖ⁁㹐とࣞーࣝ先端㹐

表２－タイࣖ⁁㹐とࣞーࣝ先端㹐の関ಀ

項目
寸法

① ② ③ ④

ࣞーࣝ先端㹐

Ａ



７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2026年1月22日改訂

３．寸法・形状の表１にタイプ②、շ、չの追加(追加にకう既存タイプ番号の変更)



承 認 日

改 訂 日

登録コード 200603102

１．対象部材
屋外用よこ引きストレーナーキャップ 略称：CjK ストレーナーキャップ
（排水溜め部なし）

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ストレーナーキャップ立ち上がり部の幅

Ｂ：ストレーナーキャップ立ち上がり部の高さ

2021年3月25日

長期使用対応部材基準書

2020年3月26日

図１－標準(共通)化の部位

Ａ

Ｂ

排
水
口
実
内
径

ストレーナーキャップ本体

固定用バネ

排水口部分

固定用バネ

ストレーナーキャップ本体

ドレイン

ドレイン

排水管



３．寸法・形状
各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 関連部材の具備すべき条件

・ストレーナーキャップが取り付けられる排水口の形状は円形とし、その内径は、

　51ｍｍから77ｍｍを前提とする。

　これは、ドレインに接続される排水管としてＶＵ管（ＶＵ50～ＶＵ65）、並びに

　ＶＰ管（ＶＰ50～ＶＰ75）を使用することを前提としていることによる。

・排水口の方向は水平方向を前提とした。

・排水口内法底面は、バルコニー等の床面もしくは排水溝等の底面より上方に位置しない

　納まりとする。

5.2 ストレーナーキャップの形状

・ストレーナーキャップの形状は定めない。

　ストレーナーキャップの形状は、平型・Ｌ型・傾斜型に大別されるが本基準書は、

　いずれの形状にも適用する。

平型 Ｌ型 傾斜型

図２－ストレーナーキャップの形状分類

Ａ：ストレーナーキャップ立
ち上がり部の幅

≧７７ ≧８７

Ｂ：ストレーナーキャップ立
ち上がり部の高さ

≧６７ ≧７７

表１－各部位の寸法

項目
① ②

５１≦排水口実内径≦６７ ６７＜排水口実内径≦７７



5.3 ストレーナーキャップの固定

・ストレーナーキャップの固定はバネによるものとする。

・ストレーナーキャップは排水口の開口を覆うように取付し、ずれないように配慮する。

・固定バネは、ストレーナーキャップが排水口を確実に覆う位置に取り付けられるよう

　に位置調整ができるものが望ましい。

・バネの形状・本数・固定位置はこれを定めないが、強風による飛散等が生じない程度

　の保持力を有するものとすることが望ましい。

・固定用バネが排水管に干渉する場合は、バネを適宜切断し取り付けることを前提とした。

　その場合のバネの残存寸法は、ストレーナーキャップががたつかない程度とする。

5.4 ストレーナーキャップの選択

ストレーナーキャップは、平場と立ち上がり部分両方に掛かるため、

両面の構成する角度は、90°を前提とし、現場の納まりを確認した上で形状の選択をする。

６．解説
・本基準書が対象とするストレーナーキャップは、排水溜め部の無いドレインに

　取り付けることを前提とした。

　ここで言う排水溜め部とは、ストレーナーキャップを取り付けるドレイン等に

　設けられた凹みをいい、そのイメージを図４に示す。

図３－固定バネの加工

図４－排水溜め部のイメージ

バネを切断する

よこ引き排水管

排水溜め部

ストレーナーキャップ本体

ドレイン

ドレイン ストレーナーキャップ本体

排水溜め部

ドレイン

排水口



・ストレーナーキャップの寸法は、排水口にはまり込まない程度の寸法とした。

　その程度は、排水口の中心を通る水平線上において、排水口内面からストレーナー

　キャップ外周の端空き寸法（x及びy等）合計の最小値が10ｍｍ以上となることとした。

・ずれが生じ得ない配置（他部材と接する場合等）となる場合は、端空き寸法は

　不要とする。

・ストレーナーキャップ下端は、バルコニー等の床面と接することとする。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

8． 改訂履歴
8.1 2021年3月25日改訂

他基準書作成に伴い、5.4文言修正。

図５－ストレーナーキャップの形状例

ストレーナーキャップ
排水口

x

x＋y≧10ｍｍ

y

排水口中心

バルコニー等の床面

排水口



承 認 日
登録コード 200607103

１．対象部材
㞟合ఫᏯ⋞㛵ドア用࣏スཱྀࢺ 略称：CjK ࣏スཱྀࢺ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：㛤ཱྀ部の幅
Ｂ：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ
㹁：取付ᰕのࣆッࢳ
㹂：本体の幅
㹃：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿取付ᰕの୰ᚰ
㹄：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿本体のୖ➃
㹅：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿本体の下➃
㹆：取付ᰕの長ࡉ

㹇：取付ᰕのᚄ

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：㎜

Ａ：㛤ཱྀ部の幅
Ｂ：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ
㹁：取付ᰕのࣆッࢳ
㹂：本体の幅
㹃：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿取付ᰕの୰ᚰ
㹄：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿本体のୖ➃
㹅：㛤ཱྀ部の㧗ࡉ方ྥ୰ᚰࡽ࠿本体の下➃
㹆：取付ᰕの長ࡉ
㹇：取付ᰕのᚄ

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、当該製品が長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2020年3月26日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

Ӎ２７０

項目 寸法
２２０
３５
２５５

１４．５≦㹆≦１５．５
ȭ７

Ӎ２７．５
Ӎ３２．５

２．５≦㹃≦３．５

Ａ

㹁

㹂

㹄

Ｂ

㹅

㹆

本体 㛤ཱྀ部 取付ᰕ

㹇㹃



５．特記事項
5.1 対象の範囲

㞟合ఫᏯ⋞㛵ドアに取り付࣏ࡃスཱྀࢺを対象とする。
5.2 ⋞㛵ドアᡬの加ᕤ

࣏スཱྀࢺ部の加ᕤ形状を図２、加ᕤ寸法は表２に示す。
5.3 取り付ࡅ

部材の⋞㛵ドアᡬ࡬の取り付ࡅは、㹋４ᑠࡌࡡを用いる。ᑦ、交換の㝿には࣏スཱྀࢺのࣇタ
の㛤㛢が、⋞㛵ドアᡬの加ᕤ部とᖸ΅が↓い事を☜認すること。

単位：㎜

Ａ̓：ᡬ加ᕤ幅
Ｂ̓：ᡬ加ᕤ㧗ࡉ
㹁̓：取付✰ࣆッࢳ
㹇̓：取付✰ᚄ

６．解説
特に↓し

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表ࢃすものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行なう事を推奨する。

注記)専門知識を有するものとは：専門知識、技術、経験を有するものである。

２５５
ȭ８≦㹇̓≦ȭ㸷

図２－⋞㛵ドアᡬの加ᕤ形状

表２－⋞㛵ドアᡬの加ᕤ寸法

項目 寸法
２３６≦Ａ̓≦２３７

５２≦Ｂ̓≦５５

Ａ̓

㹁̓

Ｂ
̓

２－㹇̓



承 認 日
登録コード　 200603106

１．対象部材
トップライト(フラット屋根用架台設置タイプ) 略称：CjK トップライト

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：トップライト外枠外のり寸法(流れ方向)
Ｂ：トップライト外枠外のり寸法(幅方向)
Ｃ：内装パネル内のり寸法(流れ方向)
Ｄ：内装パネル内のり寸法(幅方向)
Ｅ：トップライト外枠内のり寸法（流れ方向）
Ｆ：トップライト外枠内のり寸法（幅方向）
Ｋｉ：トップライト固定用アングル長さ

注記)寸法Ｅ、Ｆのとり方は、図２の様に、網戸、ブラインド等の取付面を阻害しないとり方とする。
　

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2020年11月26日

図１－標準(共通)化の部位

図２－寸法Ｅ、Ｆのとり方

トップライト外枠

ブラインド

Ｅ、Ｆ

トップライト
固定用アングル

トップライト外枠

トップライト
固定用アングル

架台

Ｂ

Ｆ

Ｄ

ＫｉＫｉ



３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

　単位：mm

注記)(　)内は、架台のみ込み設置の場合を示す。(図３参照)

　　　 （ｉ＝１、２、３、４）はトップライトの４辺を示す

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。
または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

・本基準書はフラット屋根に架台を用いて設置するトップライトを対象とする。
・開閉方式については、特に規定しない。

5.2 躯体側の具備すべき条件
・フラット屋根面にトップライトを設置するための架台を有する。（図４）
・架台開口寸法Ａ’、Ｂ’(図５)は、架台のトップライト設置部分の開口内のり寸法とし、
表２に規定する寸法とする。
・架台の形状は規定しない。
・架台開口部は上面を平面とし、ビス固定のための下地を四辺に有する。
・トップライト設置面の勾配Ｌ、架台開口上面寸法Ｊｉは、表２に規定する寸法とする。

5.3 対象部材と躯体の取り合い部の条件
内装パネル内面は架台の内側にあるものとし、図５に示す架台開口内面から
トップライト外枠内面までの寸法Ｇｉ、及び架台開口内面から内装パネル内面までの寸法Ｈｉ

は、表２に規定する寸法とする。

図３－架台のみ込み設置

表１－各部位の寸法

① ② ③ 　④
項目

寸法

Ａ：外枠外のり
　　(流れ方向)

６９０≦Ａ
（＜７００）

５４０≦Ａ
（＜５５０）

７７０≦Ａ
（＜７８０）

９７０≦Ａ
（＜９８０）

Ｂ：外枠外のり
　　(幅方向)

５４０≦Ｂ
（＜５５０）

７７０≦Ｂ（＜７８０）

Ｃ：内装パネル内のり
　　寸法(流れ方向)

６４０≦Ｃ
＜６７５

４９０≦Ｃ
＜５２５

７２０≦Ｃ
＜７５５

９２０≦Ｃ
＜９５５

４９０≦Ｄ
＜５２５

７２０≦Ｄ＜７５５

Ｅ：外枠内のり寸法
　　(流れ方向)

＜６４０ ＜４９０ ＜７２０ ＜９２０

Ｆ：外枠内のり寸法
　　(幅方向)

＜４９０ ＜７２０

３０≦Ｋｉ≦６０
Ｋｉ：固定用アングル
　　 長さ

Ｄ：内装パネル内のり
　　寸法(幅方向)

トップライト外枠

架台



単位：mm

注記)（ｉ＝１、２、３、４）はトップライトの４辺を示す

図４－トップライト（フラット屋根用架台設置タイプ）全体断面図

表２－各寸法

図５－トップライトと架台との取り合い

① ② ③ 　④
Ａ’：架台開口寸法

(流れ方向)
Ｂ’：架台開口寸法

(幅方向)

Ｈｉ：架台開口内面
    　内装パネル内面
　　　間寸法
(ｉ＝１、２、３、４)

１２．５≦Ｈｉ≦３０

Ｊｉ：架台開口上面寸法
(ｉ＝１、２、３、４)

≧６０

項目
寸法

５５０ ７８０

７００ ５５０ ７８０ ９８０

Ｇｉ：架台開口内面
　　　外枠内面間寸法
(ｉ＝１、２、３、４)

Ｌ：トップライト
　　設置面の勾配

≧３０

≧２．５寸

トップライト外枠

架台

Ｂ’ Ｇｉ
Ｈｉ

ＪｉＪｉ



６．解説
・躯体側の大幅な改修を伴わずに容易に、また開閉タイプとＦＩＸタイプの相互の
　交換が可能となるように、トップライトの寸法を定めた。
・内装パネルがトップライト外枠よりもガラス側に突出しない様に、内装パネル内のり
　寸法、及びトップライト外枠内のり寸法を定め、架台開口寸法－60mm（片側30mm）
　とした。
・トップライト外枠外のり寸法と架台開口寸法は、トップライト固定のための
　アングル材等の端空き寸法確保のため、クリアランスが10㎜以下(片側５㎜以下)
　となる寸法とした。
・トップライトの外周四辺を固定する架台上面部の幅は60㎜以上とし、トップライト固定用
　部位（アングル等）の出寸法を60㎜以下とした。
・内装パネル内のり寸法の上限値は、石膏ボード厚12.5mmを想定し、架台開口寸法
　より25mmを減じた寸法とした。
・架台のみ込み設置（図３）の場合は、架台開口寸法よりもトップライト外枠外のり寸法
　の方が小さい必要があるため、寸法Ａ、Ｂの上限を定めた。
・フラット屋根用トップライトには、ドーム型のものや架台を用いずに屋根に直接
　設置するもの等のタイプがあるが、架台を用いて設置するタイプを対象とした。

７．共通事項
7.1 寸法について

7.2

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

交換について
交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日

登録コード 210607109

１．対象部材
樹脂勝手口ドア用ドアクローザ(垂直面取付け) 略称：CjK ドアクローザ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：扉側取付け中央部ビスピッチ(Ｗ方向)

Ｂ：扉側取付け両端部ビスピッチ(Ｗ方向)

Ｃ：扉側取付けビスピッチ(Ｈ方向)

Ｄ：扉側取付け上部ビス心からアームブラケット取付け用ビス心

Ｅ：アームブラケット先端部の枠取付けビスピッチ

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：扉側取付け中央部ビスピッチ(Ｗ方向)

Ｂ：扉側取付け両端部ビスピッチ(Ｗ方向)

Ｃ：扉側取付けビスピッチ(Ｈ方向)

Ｄ：扉側取付け上部ビス心からアームブラケット

　　取付け用ビス心

Ｅ：アームブラケット先端部の枠取付けビスピッチ

項目 寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2021年1月28日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

７０

２０

８

３４≦Ｄ≦３６

１８

Ａ

Ｄ
Ｃ

Ｅ

扉

竪
枠

竪
枠

扉

上枠

上枠

垂直面取付け

アーム

本体

アームブラケット

Ｃ

Ｂ Ｂ

Ｄ

Ｅ

背板



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 対象の範囲

・樹脂構造の勝手口ドア製品を対象とする。

・アームブラケットを上枠の垂直面に固定する製品を対象とする。

・クローザ本体と扉の間に背板を介する製品を対象とする。

5.2 交換時の注意

・作動不良発生等の予防観点から、クローザのセット梱包となっているクローザ本体と

　アームブラケット、背板の各セットでの同時交換を必須とする。

・既存ドア本体に取付け済みのアームに、交換用クローザ本体だけの取替えは行わない。

６．解説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日

210603111

１．対象部材
屋外用よこ引きストレーナーキャップ 略称：CjK ストレーナーキャップ
（排水溜め部あり）

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

　

Ａ：ストレーナーキャップの奥行

Ｂ：ストレーナーキャップの高さ

Ｃ：ストレーナーキャップの幅

３．寸法・形状
各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

項目

Ａ：ストレーナーキャップの奥行

Ｂ：ストレーナーキャップの高さ

Ｃ：ストレーナーキャップの幅

５０＜Ａ≦９５ ＞９５

＞６０

＞６０ ＞１００

長期使用対応部材基準書

2021年3月25日

登録コード

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

① ②

Ｃ

Ｂ

ストレーナーキャップ本体

固定用バネ

排水口部分

固定用バネ

排水溜め部

ドレイン

排水管

▽床面

Ａ
ドレイン

ドレイン

排水管

ストレーナーキャップ本体



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 関連部材の具備すべき条件

・本基準書が対象とするストレーナーキャップは、排水溜め部のあるドレインに

　取り付けることを前提とした。

　ここで言う排水溜め部とは、ストレーナーキャップを取り付けるドレイン等に

　設けられた凹みをいい、そのイメージを図２に示す。

・ドレインに備わる排水溜め部の寸法は、図３及び表２に示す。

Ａ’：排水溜め部の奥行

Ｂ’：排水溜め部の深さ

Ｃ’：排水溜め部の幅

単位：mm

項目

Ａ’：排水溜め部の奥行

Ｂ’：排水溜め部の深さ

Ｃ’：排水溜め部の幅

＞６

≦５０ ≦９０

図３－排水溜め部の寸法

表２－排水溜め部の寸法

① ②

≦４０ ４０＜Ａ’≦８５

図２－排水溜め部のイメージ

排水溜め部

Ｃ
’

Ａ’
ドレイン

排水管

Ｂ
’

ドレイン

排水管

排水溜め部

排水溜め部

ドレイン

ドレイン
ストレーナーキャップ本体（L型）

排水溜め部
ドレイン

排水口

ストレーナーキャップ本体（傾斜型）

ストレーナーキャップ本体（L型）

ストレーナーキャップ本体（傾斜型）

ストレーナーキャップ本体（傾斜型） ストレーナーキャップ本体（傾斜型）



・ドレインに接続される排水管としてＶＵ管50mmまたはＶＰ管50mmを使用することを前提

　とする。

・排水口の方向は水平方向を前提とした。

・排水口内法底面は、バルコニー等の床面もしくは排水溝等の底面より上方に位置しない

　納まりとする。

5.2 ストレーナーキャップの形状

・ストレーナーキャップの形状は、平型・Ｌ型・傾斜型に大別されるが本基準書は、

　Ｌ型・傾斜型の形状に適用する。

平型 Ｌ型 傾斜型

5.3 ストレーナーキャップの固定

・ストレーナーキャップの固定はバネによるものとする。

・ストレーナーキャップは排水口の開口を覆うように取付し、ずれないように配慮する。

・固定バネは、ストレーナーキャップが排水口を確実に覆う位置に取り付けられるよう

　に上下または角度の位置調整ができるものが望ましい。

・バネの形状・本数・固定位置はこれを定めないが、強風による飛散等が生じない程度

　の保持力を有するものとすることが望ましい。

・固定用バネが排水管に干渉する場合は、バネを適宜切断し取り付けることを前提とした。

　その場合のバネの残存寸法は、ストレーナーキャップががたつかない程度とする。

5.4 ストレーナーキャップの選択

Ｌ型・傾斜型のストレーナーキャップは、平場と立ち上がり部分両方に掛かるため、

両面の構成する角度は、90°を前提とし、現場の納まりを確認した上で形状の選択をする。

図４－ストレーナーキャップの形状分類

図５－固定バネの加工

バネを切断する

よこ引き排水管



６．解説
・ストレーナーキャップの寸法は、排水口・排水溜め部にはまり込まない程度の寸法

　とし、排水溜め部の奥行によって寸法タイプ①、②を設定した。

　その幅は、排水口の中心を通る水平線上において、排水口内面かつ排水溜め部端部から

　ストレーナーキャップ外周の端空き寸法（x及びy等）（x’及びy’等）合計の最小値が

　10ｍｍ以上とした。

　その高さは、排水口の中心を通る垂直線上において、ＶＵ管、ＶＰ管の内径の

　最大値56ｍｍ、排水溜め部の深さ６mmを最小値として、排水口内面から

　ストレーナーキャップ外周の端空き寸法（z等）が10ｍｍ以上となる＞60mmとした。

　その奥行は、排水溜め部端部からストレーナーキャップ外周の端空き寸法が

　10mm以上とした。

・ずれが生じ得ない配置（他部材と接する場合等）となる場合は、端空き寸法は

　不要とする。

・ストレーナーキャップ下端は、バルコニー等の床面と接することとする。

・大きな排水溝の中にあるストレーナーキャップは、排水溜め部なしと同じとし、

　ストレーナーキャップの幅より大きな排水溝は、排水溜め部としない。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

図６－ストレーナーキャップの寸法

ストレーナーキャップ

x

x＋y≧10ｍｍ

y

排水口中心

バルコニー等の床面

排水口

排水溜め部

z z≧10ｍｍ
x’＋y’≧10ｍｍ

x’ y’



承 認 日

登録コード 210607113

１．対象部材
アルミ・樹脂複合内倒し窓用トップラッチ 略称：CjK ラッチ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付ねじ穴ピッチ

Ｂ：取付ねじ中心からケース上部の寸法

Ｃ：ラッチのはたらき代

Ｄ：ケース上部からラッチ上部の寸法

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

① ② ③

Ａ：取付ねじ穴ピッチ ３８ ３２ ３０

Ｂ：取付ねじ中心からケース上部の寸法 ２０ １３ １４

Ｃ：ラッチのはたらき代 １１ ２０．５ １８

Ｄ：ケース上部からラッチ上部の寸法 ８．３ ７．５ ７．８

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

長 期 使 用 対 応部 材基 準書

2021年3月25日

D

C

A

B



５．特記事項
5.1 取付ねじ

取付ねじは、呼びＭ４とする。

６．解説
特に無し

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 210603119

１．対象部材
オーバーフロー管ストレーナーキャップ 略称：CjK ストレーナーキャップ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ストレーナーキャップの幅

Ｂ：オーバーフロー管実内径

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

Ａ：ストレーナーキャップの幅 ≧６６

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2021年11月25日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目 寸法

A AB

A

バネ

オーバーフロー管

ストレーナーキャップ本体

取り付けた状態のバネ

バネ

ストレーナーキャップ本体

オーバーフロー管



５．特記事項
5.1 関連部材の具備すべき条件

ストレーナーキャップが取り付けられるオーバーフロー管の実内径Ｂは、

ＶＵ管（ＶＵ40～ＶＵ50）、ＶＰ管（ＶＰ40～ＶＰ50）を使用していることから

表２に示す範囲とする。

単位：mm

5.2 ストレーナーキャップの形状・厚み

ストレーナーキャップの形状、厚みは定めない。

5.3 ストレーナーキャップの固定

・ストレーナーキャップの固定はバネによるものとする。

・バネの形状・本数・固定位置はこれを定めないが、強風による飛散等が生じない程度

　の保持力を有するものとすることが望ましい。

・固定用バネがオーバーフロー管から飛び出る場合、またはバネの先端同士が干渉して

　排水を阻害する恐れのある場合等は、バネを適宜切断し取り付けることを前提とした。

　その場合のバネの残存寸法は、ストレーナーキャップががたつかない程度とする。

5.4 ストレーナーキャップの選択

ストレーナーキャップの幅の上限を決めていないことから、周辺部材によって納まらない

ことがあるため、ストレーナーキャップの選択に当たっては、現場の納まりを確認する。

表２－オーバーフロー管実内径

項目 寸法

Ｂ：オーバーフロー管実内径 ４０≦Ｂ≦５６

図２－固定バネの加工

バネを切断する

オーバーフロー管

ストレーナーキャップ本体



６．解説
ストレーナーキャップの幅は、オーバーフロー管にはまり込まない程度の寸法とした。

その程度は、オーバーフロー管の中心を通る線上において、オーバーフロー管内面から

ストレーナーキャップ外周の端空き寸法（a及びb,a'及びb'等）合計の最小値が10ｍｍ以上

となることとした。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

図３－ストレーナーキャップの形状例

ストレーナーキャップ

オーバーフロー管

a
b

a＋b≧10ｍｍ
（a'＋b'≧10ｍｍ）

a'

b'
オーバーフロー管中心



承 認 日

登録コード 220607122

１．対象部材
高所用金属製ボールチェーン 略称：CjK ボールチェーン

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：球の径

Ｂ：球のピッチ

Ｃ：ワイヤーの径

図１－標準(共通)化の部位

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：球の径

Ｂ：球のピッチ

Ｃ：ワイヤーの径

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、“CjK”マークを表示する。

表１－各部位の寸法

項目 寸法

４．５

５．９≦Ｂ≦６．７

０．９５≦Ｃ≦１．２

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2022年1月27日



５．特記事項
ボールチェーンはステンレス等の金属製に限定し、樹脂製は対象外とする。

６．解説
ボールチェーンの連結方法を参考として図２に示す。

図２―連結方法

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 220603124

１．対象部材
Ჷ換Ẽ部材 略称：CjK Ჷ換Ẽ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：Ჷ換Ẽ部材㡬部からᲷ換Ẽ部材❧ୗりまでの寸法(Ჷໟࡳとの᥋⥆部)

Ｂ：Ჷ換Ẽ部材端部の❧ୗり寸法(Ჷໟࡳとの᥋⥆部)

Ｃ：㔝ᆅᯈ㡬部のあき寸法

　ͤᲷໟࡳとの᥋⥆部(Ჷ換Ẽ部材端部)の寸法を規定しており、一般᩿㠃に

　　ついてはこの㝈りでない

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ： Ჷ換Ẽ部材㡬部からᲷ換Ẽ

部材❧ୗりまでの寸法

(Ჷໟࡳとの᥋⥆部)

Ｂ： Ჷ換Ẽ部材端部の❧ୗり寸法

(Ჷໟࡳとの᥋⥆部)

Ｃ： 㔝ᆅᯈ㡬部のあき寸法

１２８≦Ａ≦１３２１０２≦Ａ≦１０６

１６≦Ｂ≦２０

規定しない

表１－各部位の寸法

寸法

図１－標準(共通)化の部位

項目
① ②

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2022年3月24日

2024年3月21日改 訂 日

㹟－㹟᩿㠃

Ჷໟࡳ

Ჷ換Ẽ部材

Ჷᚰ

Ｃ

Ａ

Ｂ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ㌣体側のලഛす࡭き᮲௳

・㔝ᆅᯈ㠃㡬部のあき寸法Ｃ(図1)は、住宅各♫の必要換Ẽ㠃✚やᒇ᰿⣡まりにより

　大きくᙳ㡪をཷけるたࡵ、特に規定をしないが、Ჷ換Ẽ部材を固定するたࡵの
　固定௦を確ಖすること。

・換Ẽ経㊰となっているᒇ᰿ୗᆅ、ୗⵌき、外⿦部材はそれࡒれが㐃通し、Ჷ換Ẽ

　部材の換Ẽを㜼ᐖするものであってはならない。

5.2 対象の範囲

・ᮏ基準書は、2.5寸以上の໙配ᒇ᰿を対象としており、ࣇラッࢺᒇ᰿、

　∦ὶれ໙配ᒇ᰿は対象外とする。

・材㉁については、特に規定しない。

5.3 運用上の注ពⅬ

・Ჷ換Ẽ部材を交換する際は、㌣体側の必要換Ẽ㔞及びᲷ換Ẽ部材側の換Ẽ㔞を

　⪃慮し、部材の選定及び配⨨を行う事。

・交換に際しては、㐺ษな㜵Ỉฎ⌮及び固定を行うこと。

６．解説
・㌣体側の大幅な改ಟを伴ࡎࢃに容易に、また、㐃⥆するᲷໟࡳとの┦஫の஫換性

　を⪃慮して、交換がྍ能となるように、Ჷ換Ẽ部材の᥋⥆部の寸法を定ࡵた。

・Ჷ換Ẽ部材は一般的なᒇ᰿໙配である2.5寸以上を対象とし、

　Ჷ換Ẽ部材として一般的である寸法を基準値として᥇用した。

・㐃⥆するᲷໟࡳとの᥋⥆部は、✺き当て方式、ラップ方式などの方法があり、

　様々な᥋⥆方式に対応できるよう、Ａ寸法及びＢ寸法の範囲をタ定した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2024年3月21日改訂

ᛴ໙配ᒇ᰿に対応させるたࡵ、以ୗの変更を行った。

・3.形状・寸法に②寸法を追加した。

・5.2対象の範囲でタ定していたᒇ᰿໙配の上㝈を削除した。



承 認 日
登録コード　 220607125

１． 対象部材
アルミ勝手口ドア用レバーハンドル 略称：CjK レバーハンドル

２． 標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ　： ハンドル座　表裏間寸法

Ｂ　： ハンドル座　取付柱ピッチ

Ｃ　： レバーハンドル　軸心寸法

Ｃ’： レバーハンドル　軸心寸法

Ｄ　： ハンドル のみ込み部 外縁

Ｅ　： ハンドル のみ込み部 深さ

Ｅ’： ハンドル のみ込み部 深さ

３． 寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

① ② ③
Ａ　：ハンドル座　表裏間寸法

Ｂ　：ハンドル座　取付柱ピッチ ３０

Ｃ　：レバーハンドル　軸心寸法 ８ ８．５ ８．６

Ｃ’：レバーハンドル　軸心寸法 ８

Ｄ　：ハンドル のみ込み部 外縁 １６．５ １８ １６．５

Ｅ　：ハンドル のみ込み部 深さ 室外 ０ ５ ３．８

Ｅ’：ハンドル のみ込み部 深さ 室内 ０ ５ １．５

８．５

寸法

３４

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書
2022年3月24日

３０

表１－各部位の寸法

項目

 図１－標準(共通)化の部位



４． 表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５． 特記事項
5.1 対象の範囲

・アルミ製勝手口ドア用のみとする。

・CjK部材基準書”055 アルミ勝手口ドア用レバーハンドル錠”並びに、”056 アルミ勝手口ドア用

　レバーハンドル空錠”の使用を前提とする。

5.2 関連部材の具備すべき条件

・勝手口ドアの切り欠き加工は、レバーハンドルが納まる形状とする。

６． 解説
特になし

７． 共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 220603127

１．対象部材
Ჷໟࡳ 略称：CjK Ჷໟࡳ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：Ჷໟࡳ㡬部から部材❧ୗりまでの寸法

Ｂ：Ჷໟࡳ端部の❧ୗり寸法

Ｃ：Ჷໟࡳ❧ୗりから端部までの寸法

　ͤᲷໟࡳの一般᩿㠃を示しており、特Ṧ形状部ศについてはこの㝈りでない。

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ： Ჷໟࡳ㡬部から部材

❧ୗりまでの寸法

Ｂ： Ჷໟࡳ端部の❧ୗり

寸法

Ｃ： Ჷໟࡳ❧ୗりから

端部までの寸法

１２８≦Ａ≦１３２

１６≦Ｂ≦２０

２２≦Ｃ

表１－各部位の寸法

項目

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2022年9月22日

１０２≦Ａ≦１０６

改 訂 日 2024年3月21日

寸法

① ②

図１－標準(共通)化の部位

Ჷໟࡳ

㹟－㹟᩿㠃

Ჷᚰ

Ａ

Ｂ

Ｃ

㹟

㹟



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ㌣体側のලഛす࡭き᮲௳

ᒇ᰿ୗᆅ、ୗⵌきは、住宅各♫のᒇ᰿⣡まりにより大きくᙳ㡪をཷけるたࡵ、特に

規定をしないが、Ჷໟࡳ部材を固定するたࡵの固定௦を確ಖすること。
5.2 対象の範囲

・ᮏ基準書は、2.5寸以上の໙配ᒇ᰿を対象としており、ࣇラッࢺᒇ᰿、

　∦ὶれ໙配ᒇ᰿は対象外とする。

・材㉁については、特に規定しない。

5.3 運用上の注ពⅬ

・Ჷໟࡳ部材を交換する際は、Ჷໟࡳ部材と᥋⥆する部材との┦஫の஫換性を⪃慮し

　部材の選定及び配⨨を行う事。

・交換に際しては、㐺ษな㜵Ỉฎ⌮及び固定を行うこと。

６．解説
・㌣体側の大幅な改ಟを伴ࡎࢃに容易に、また、㐃⥆するᲷໟࡳ及びᲷ換Ẽ部材との

　┦஫の஫換性を⪃慮して、交換がྍ能となるように、Ჷໟࡳ部材の寸法を定ࡵた。

・Ჷໟࡳ部材は一般的なᒇ᰿໙配である2.5寸以上を対象とし、

　Ჷໟࡳ部材として一般的である寸法を基準値として᥇用した。

・㐃⥆するᲷໟࡳ及びᲷ換Ẽ部材との᥋⥆部は、✺き当て方式、ラップ方式などの方法

　があり、様々な᥋⥆方式に対応できるよう、Ａ寸法、Ｂ寸法及びＣ寸法をタ定した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2024年3月21日改訂

ᛴ໙配ᒇ᰿に対応させるたࡵ、以ୗの変更を行った。

・3.形状・寸法に②寸法を追加した。

・5.2対象の範囲でタ定していたᒇ᰿໙配の上㝈を削除した。



登録コード 230607132

１．対象部材
玄関用ドアスコープ 略称：CjK ドアスコープ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

室外側

注記)回り止め加工は、有りと無しがある

【回り止め加工無し】

Ａ：室外側外径 Ｄ：室外側胴体外径

Ｂ：室内側胴体外径 Ｅ：回り止め加工(１面カット)

Ｃ：室内側外径 Ｆ：回り止め加工(２面カット)

図１－標準(共通)化の部位

回り止め加工

【回り止め加工有り】

１面カット 　２面カット

ａ-ａ断面 ａ-ａ断面 ａ-ａ断面

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2023年1月26日

室内側

ΦＤ ΦＤ

Ｅ

ΦＤ

Ｆ

Φ
ＢΦＡ ΦＣ

回り止め加工

ａ

ａ



３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 交換について

・交換を行う際には扉厚と回り止めの加工形状に対応した”CjK ドアスコープ”を手配すること。

・ドアスコープは室外側と室内側から扉の取付穴に挟み込むように挿入し、締め付ける。

5.2 扉の取付穴加工形状について

・取付穴の加工形状の種類を図２に示す。

・取付穴の加工寸法を表２に示す。

表１－各部位の寸法

図２－取付穴の加工形状　

項目

寸法

加工
無し

回り止め加工
(１面カット)

室内側

回り止め加工
(２面カット)

① ② ③ ④ ⑤

２６．０

Ｂ：室内側胴体外径 １２．０

Ｃ：室内側外径 １５．０

Ａ：室外側外径 ２６．０ １５．０ ２６．０ １５．０

Ｄ：室外側胴体外径 １２．０

Ｅ：回り止め加工(１面カット) ― １１．２ ―

Ｆ：回り止め加工(２面カット) ― １０．５

室外側

【回り止め加工無し】 【回り止め加工有り】

２面カット１面カット

ΦＧΦＧ ΦＪ

Ｋ

ΦＨ

Ⅰ



単位：mm

６．解説
6.1 ドアスコープとは

訪問者を室内から確認するために玄関などのドアに取り付ける防犯用広角レンズのこと。

室外からの覗き防止として、室内側にカバー部品を取り付ける場合がある。

6.2 ドアスコープの適用扉厚について

市場に流通しているドアスコープは、一般的に複数の扉厚に対応するため、ドアスコープの胴体

長さを調整する機構を有している。

調整機構による調整代は製品によって異なり、多岐にわたるため、胴体長さを標準化の対象外と

した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。
7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。
注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

図３－胴体長さ(扉厚)

表２－扉側の取付穴加工寸法　　

項目 寸法
Ｇ：室内外側穴径 １３

Ｋ：回り止め加工(２面カット) １０．５≦ Ｋ ≦１１．５

Ｈ：室外側穴径　(１面カット) １２．２

Ｉ：回り止め加工(１面カット) １１．４

Ｊ：室外側穴径　(２面カット) １２≦ Ｊ ≦１３

扉

胴体長さ(扉厚)

ドアスコープ



登録コード 231903134

１．対象部材
㌺ኳ஭材 略称：CjK ㌺ኳ஭材

２．標準(共通)化の部位
㌺ኳ஭材の交換ಟ⌮に必要となる標準(共通)化の部位を図１に示す。

㹒：ཌさ

３．寸法・形状
図１の標準寸法を表１に示す。

単位：mm

㹒：ཌさ

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2023年3月23日

図１－標準(共通)化の部位

表１－標準㸦共通㸧化の寸法

１２ １４ １５ １６

項目
寸法

① ② ③ ④

表（化粧）面

裏面

Ｔ

さね部

さね部



５．特記事項
5.1 関㐃部材のලഛす࡭き᮲௳

᪋ᕤᚋ、㌺ኳ஭材が部ศ的に交換㸦ᙇり᭰࠼㸧できること。

5.2 運用上の注ពⅬ

・準⪏ⅆᵓ㐀または┬௧準⪏ⅆᵓ㐀に該当する交換については、準⪏ⅆᵓ㐀認定㸦J7C㸧等

　の基準に㐺合させることとする。

・その௚のᵓ㐀における交換については、࿘㎶部材との┦஫の஫換性を⪃慮し、部材の選定

　㸦ཌさ㸧及び配⨨を行うこととする。

６．解説
対象の範囲について

・Ⰽ、᯶については、標準化の対象外とする。

・᪋ᕤ方法㸦固定方法㸧については、標準化の対象外とする。

・㌺ኳ஭材のうࡕ、᥇用㢖ᗘの高いものを標準化対象とする。

・さࡡ部は、必要に応ࡌて⌧場合ࢃせ㸦࢝ッࢺ等㸧をする。

・ཌさ寸法の表記に関してはJIS A5422の記載に基࡙いて規定する。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 230603135

１．対象部材
㞵ᢲ࠼ 略称：CjK 㞵ᢲ࠼

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：㞵ᢲࡕ❧࠼上がり寸法

Ｂ：㞵ᢲ࠼上㠃部の寸法

Ｃ：㞵ᢲ࠼端部の❧ࡕୗがり寸法

㹂：㞵ᢲࢶ࠼バの寸法

　ͤ㞵ᢲ࠼の一般᩿㠃を示しており、特Ṧ形状部ศについてはこの㝈りでない。

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：㞵ᢲࡕ❧࠼上がり

寸法

Ｂ：㞵ᢲ࠼上㠃部の寸法

Ｃ：㞵ᢲ࠼端部の

ୗがり寸法ࡕ❧

㹂：㞵ᢲࢶ࠼バの寸法

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目 寸法

６８≦Ａ

㸷８≦Ｂ≦１０２

１６≦Ｃ≦２０

２２≦㹂

長期使用対応部材基準書

承 認 日 2023年3月23日

改 訂 日 2024年3月21日

㞵ᢲ࠼

㹟－㹟᩿㠃

Ａ

Ｂ

㹟

㹟



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ㌣体側のලഛす࡭き᮲௳

ᒇ᰿ୗᆅ、ୗⵌきは、住宅各♫のᒇ᰿⣡まりにより大きくᙳ㡪をཷけるたࡵ、特に

規定をしないが、㞵ᢲ࠼部材を固定するたࡵの固定௦を確ಖすること。

5.2 対象の範囲

・ᮏ基準書は2.5寸以上の໙配ᒇ᰿を対象としており、ࣇラッࢺᒇ᰿は対象外とする。

・材㉁については、特に規定しない。

5.3 運用上の注ពⅬ

・㞵ᢲ࠼部材を交換する際は、㞵ᢲ࠼部材と᥋⥆する部材との┦஫の஫換性を⪃慮し

　部材の選定及び配⨨を行う事。

・交換に際しては、㐺ษな㜵Ỉฎ⌮及び固定を行うこと。

６．解説
・㌣体側の大幅な改ಟを伴ࡎࢃに容易に、また、㐃⥆する㞵ᢲ࠼部材との┦஫の

　஫換性を⪃慮して、交換がྍ能となるように、部材の寸法を定ࡵた。

・㞵ᢲ࠼部材は一般的なᒇ᰿໙配である2.5寸以上を対象とし、

　㞵ᢲ࠼部材として一般的である寸法を基準値として᥇用した。

・㐃⥆する㞵ᢲ࠼部材との᥋⥆部は、✺き当て方式、ラップ方式などの方法があり、

　様々な᥋⥆方式に対応できるよう、寸法をタ定した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2024年3月21日改訂

標準寸法を追加することなくᛴ໙配ᒇ᰿でも対応できることがุ明したたࡵ、

5.2対象の範囲でタ定していたᒇ᰿໙配の上㝈を削除した。



承 認 日

登録コード　 230607136

１． 対象部材
換Ẽ᱋用࢕ࣇルター 略称：CjK ࢕ࣇルター

２． 標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

３． 寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

項目 ① ② ③ ④ ⑤

Ａ：幅 １４ １７ １㸷 ２０ ２５

Ｂ：ཌࡳ

４． 表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５． 特記事項
5.1 対象の範囲

アルミ及びアルミ樹脂複合引き違いサッシ用のࡳとする。

６． 解説
6.1 ᮏ部材の⣡まりを図２に示す。

6.2 換Ẽ᱋用࢕ࣇルターの交換は、引き違いサッシの㹕寸法に応ࡌた長さに⌧場で寸法を合ࢃせながら

容易にษれる材ᩱであることから、幅とཌࡳのࡳを標準化寸法とし、長さ寸法は標準化の対象外とした。

表１－各部位の寸法

５．５

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2023年3月23日

ᅗ䠍䠉ᶆ‽㻔ඹ㏻㻕化䛾部఩

䠝䠖ᖜ

䠞䠖ཌ䜏

䠝

䠞

ᅗ䠎䠉部ᮦ⣡䜎䜚ᅗ



７． 共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 230603142

１．対象部材
㔠ᒓ⎰(一ᩥᏐⵌき) 略称：CjK 㔠ᒓ⎰

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：製品長さ

Ｂ：有ຠ長さ(ാき長さ)

Ｃ：製品ᖜ

Ｄ：有ຠᖜ(ാきᖜ)

Ｅ：ẁ差

　ͤ記㍕している寸法௨外(ษḞき、࣑࣊ンࢢ➼)についてはつᐃしない。

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：

Ｂ：

Ｃ：

Ｄ：

Ｅ： １５ 㸶

１１３０

１０７５ １０６０

２６０ ２６７

項目
寸法

① ②

ẁ差

有ຠᖜ(ാきᖜ)

製品ᖜ

有ຠ長さ(ാき長さ)

製品長さ １１１５

２２０ ２２４

表１－各部位の寸法

長期使用対応部材基準書

承 認 日 2023年11月30日

図１－標準(共通)化の部位

表面

⿬面ａ－ａ断面(⣡まり図)

Ｂ

Ａ

䠠

Ｃ

Ｂ Ａ

Ｅ

ａ

ａ



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 ㌣体側のලഛす࡭き᮲௳

ᒇ᰿ୗᆅ、ୗⵌきは、ఫᏯ各♫のᒇ᰿⣡まりにより኱きࡃᙳ㡪をཷけるため、特に

つᐃをしないが、㔠ᒓ⎰部材をᅛᐃするためのᅛᐃ代を確ಖすること。

5.2 対象の⠊ᅖ

・ᮏ基準書は、໙配ᒇ᰿を対象として࠾り、ࣛࣇットᒇ᰿は対象外とする。

・材㉁については、特につᐃしない。

5.3 㐠用ୖの注ពⅬ

・㔠ᒓ⎰部材を交換する際は、㔠ᒓ⎰部材と᥋⥆する部材との┦஫の஫換ᛶを⪃៖し

　部材の㑅ᐃཬࡧ配⨨を行う事。

・交換に際しては、適ษな防Ỉฎ⌮ཬࡧᅛᐃを行うこと。

６．解説
・㌣体側の኱ᖜなᨵಟをకわࡎに容᫆に、また、㐃⥆する㔠ᒓ⎰部材との┦஫の

　஫換ᛶを⪃៖して、交換がྍ⬟となるように、部材の寸法をᐃめた。

・㔠ᒓ⎰部材は一般的なᒇ᰿໙配を対象とし、㔠ᒓ⎰部材として一般的である

　寸法を基準値として᥇用した。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 230607143

１．対象部材
内ಽし❆用フックᲬ 略称：CjK フックᲬ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ᘬࡁ部長さ

Ｂ：ᢲし部長さ

Ｃ：ᢲし部ᖜ

Ｄ：ᘬࡁ部ᖜ

Ｅ：ᢲし�ᘬࡁ部ᚄ

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：ᘬࡁ部長さ

Ｂ：ᢲし部長さ

Ｃ：ᢲし部ᖜ

Ｄ：ᘬࡁ部ᖜ

Ｅ：ᢲし�ᘬࡁ部ᚄ

長 期 使 用対 応部 材基 準書

承 認 日 2023年11月30日

改 訂 日 2026年1月22日

１３．０ӌＡӌ１３．５

１０．０

ȍ６．０

２１．５

２８．５

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目 寸法

ᣢ䛱ᡭ㒊ᢲ䛧㒊 ᘬ䛝㒊

᰿ᮏ㒊

Ṇ䜑䝛䝆

㻮 㻭

㻱㻰
㻯 㻱



４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
特に↓し

６．解説
6.1 フックᲬの形状は図1に示すࠕᢲし部ࠖとࠕᘬࡁ部ࠖからᵓᡂさࢀるものとする。

形状については6Ꮠ形状等とするが、ヲ⣽はၥわない。

6.2 本部材の使用౛を௨ୗに示す。

内ಽし❆を㛤ࡃሙྜ 内ಽし❆を㛢めるሙྜ

フックᲬのᘬࡁ部をトップラッチの フックᲬのᢲし部をトップラッチの

㍯っかにᤄධしᘬࡁୗࡆ内ഃに❆を㛤ࡃ。 ㍯っかにᤄධしᢲし上ࡆ❆を㛢める。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2026年1月22日改訂

３．寸法・形状の表１、Ａ寸法１３．０ࠖࠕから１３．０ࠕӌＡӌ１３．５ࠖへಟṇ

䝖ッ䝥䝷ッ䝏

ᘬ䛝㒊
ᢲ䛧㒊

ෆಽ䛧❆

䝣ッ䜽Წ



登録コード 240603145

１．対象部材
ドレンⴠとしཱྀ 略称：CjKドレンⴠとしཱྀ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：上部᥋⥆部の✰径

３．寸法・形状
図１の標準寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：上部᥋⥆部の✰径

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 関㐃部材のලഛす࡭き᮲௳

ドレンⴠとしཱྀの上部に᥋⥆する᤼Ỉ⟶は㹔㹓50とする。

5.2 運用上の注ពⅬ

交換するドレンⴠとしཱྀは㌺ኳ஭材㈏通部の㛤ཱྀをሰࡄことができる大きさとする。

項目 寸法

６０

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2024年1月25日

図１－標準(共通)化の部位

表１－標準㸦共通㸧化の寸法

䝗䝺䞁ⴠ䛸䛧ཱྀ

Ａ



６．解説
・Ⰽ、部材の⫗ཌ等については、標準化の対象外とする。

・ドレンⴠとしཱྀのୗ部に᥋⥆するたてどいとの᥋⥆は⌧場合ࢃせとする。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



承 認 日

登録コード　 241907146

１． 対象部材
ねじ穴キャップ 略称：CjK ねじ穴キャップ

２． 標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

３． 寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

※丸穴タイプ 単位：ｍｍ

項目

Ａ：くび径 ７．５≦Ａ≦７．８

Ｂ：挿入部（最大部）径 ８．８≦Ｂ≦９．０

Ｃ：くび高さ １．１ １．３ １．５ １．７ ２．０

Ｄ：挿入部長さ ８．２ ５．３ ７．０ ５．９ ４．５ ５．８ ８．０

（　）内はくび部が斜めの場合の最大寸法

※長穴タイプ 単位：ｍｍ

項目

Ａ：くび径

Ｂ：挿入部（最大部）径

Ｃ：くび高さ

Ｄ：挿入部長さ

（　）内はくび部が斜めの場合の最大寸法

４． 表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５． 特記事項
5.1 対象の範囲

アルミ製及びアルミ樹脂複合製引違いサッシ・玄関引き戸用とする。

６． 解説
特に無し

８．５（９．４）×１８．５（１９．４）

１０×２０　

２．０

３．５

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

2024年1月25日

φ８用

φ９×１９用

φ１０用

９．５≦Ａ≦９．８（１０．５）

１０．８≦Ｂ≦１２．０　　　　

表１－各部位の寸法

２．０

図１－標準(共通)化の部位

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ



７． 共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2  交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 240603151

１．対象部材
石付き金属瓦 略称：CjK 金属瓦

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：重ね幅

Ｂ：有効幅(働き幅)

Ｃ：重ね長さ

Ｄ：有効長さ(働き長さ)

Ｅ：水上立ち上がり（製品仕上げ面の段差寸法）

Ｆ：水下立ち下がり（製品鋼板裏面から先端までの寸法）

　※記載している寸法以外(切欠き、ヘミング等)については規定しない。

長期使用対応部材基準書

承 認 日 2024年11月21日

図１－標準(共通)化の部位

ａ

ａ

ａ－ａ断面(納まり図)

表面

Ａ Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｆ

Ｅ

水切り加工



３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：

Ｂ：

Ｃ：

Ｄ：

Ｅ：

Ｆ：

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 躯体側の具備すべき条件

屋根下地、下葺きは、住宅各社の屋根納まりにより大きく影響を受けるため、特に

規定をしないが、石付き金属瓦部材を固定するための固定代を確保すること。

5.2 対象の範囲

・本基準書は、勾配屋根を対象としており、フラット屋根は対象外とする。

・基材鋼板と化粧石材の総厚が３mm程度の製品を対象とする。

・材質については、特に規定しない。

5.3 運用上の注意点

・石付き金属瓦部材を交換する際は、石付き金属瓦部材と接続する部材との相互の

　互換性を考慮し部材の選定及び配置を行うこと。

・交換に際しては、適切な防水処理及び固定を行うこと。

６．解説
躯体側の大幅な改修を伴わずに容易に、また、連続する石付き金属瓦部材との相互の

互換性を考慮して、交換が可能となるように、部材の寸法を定めた。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

重ね幅 ６０

表１－各部位の寸法

項目 寸法

有効幅(働き幅) １２６０

重ね長さ ≧４０

有効長さ(働き長さ) ３６８

水上立ち上がり １６

水下立ち下がり １６



登録コード 240607152

１．対象部材
玄関ドア用ࣛࣇンスⴠとし࣎ࢶ 略称：CjK ࣛࣇンスⴠとし࣎ࢶ

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：ᶓ

Ｂ：⦪

Ｃ：取付穴ࣆッࢳ

Ｄ：㧗さ

Ｅ：取付け穴位⨨(内部側)

Ｆ：取付け穴位⨨(外部側)

Ｇ：ཷけ穴寸法(ᶓ)

Ｈ：ཷけ穴寸法(⦪)

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：ᶓ

Ｂ：⦪

Ｃ：取付穴ࣆッࢳ

Ｄ：㧗さ

Ｅ：取付け穴位⨨(内部側)

Ｆ：取付け穴位⨨(外部側)

Ｇ：ཷけ穴寸法(ᶓ)

Ｈ：ཷけ穴寸法(⦪)

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 202�年11月21日

７１ ７５ ５㸶

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ② ③

３４．５ ２７ ２３

５４ ６０ ４５

２１．㸶 １６ １７

１㸷 １３．５ １１．５

１３ １２

１５．５ １３．５ １１．５

３４ ３㸷．５ ３０

Ｄ

Ｃ

Ｇ

Ｈ

外部

内部

Ａ

Ｅ

Ｂ

Ｆ



５．特記事項
特に無し

６．解説
、の種類によっては、ཷけ穴位⨨の調整機構を有している場合もあるが࣎ࢶンスⴠとしࣛࣇ

調整機構の有無は問わないこととした。

ཎ๎として、ࣛࣇンスⴠとし࣎ࢶのཷけ穴位⨨は、部材の୰ኸに配⨨さࢀているものとするが、

調整機構を有している場合があるため、ཷけ穴位⨨の寸法の標準化はしないこととした。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。



登録コード 250603157

１．対象部材
樹脂製雨樋(たてどい角型) 略称：CjK 雨樋

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：外形

３．寸法・形状
たてどい角型は、角形状として標準寸法は表１に示す。

単位：mm

Ａ：外形

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。

　または、”CjK”マークを表示する。

・製品への表示は任意とし、表示を行う場合は、梱包又は製品に長期使用対応部材で

　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

５．特記事項
5.1 断面４隅の面取り等について

たてどい断面４隅には面取り等がついているため、互換性を考慮し、交換を行うこと。

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

改 訂 日 2026年6月18日

承 認 日 2025年9月18日

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

③
項目

図２－断面４隅の面取り等の例

寸法

① ②

４０ ４２ ６０

４隅の面取り等

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ



６．解説
たてどい断面の４隅の面取り等は意匠に含まれるため、基準に含めなかった。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2026年6月18日改訂

”３．寸法・形状”に４２ｍｍを加えた。



登録コード 250603158

１．対象部材
たてどい用支持具(角型) 略称：CjK 支持具

２．標準(共通)化の部位
たてどい用支持具(角型)の標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：取付面からたてどい外周面の寸法

Ｂ：内寸法

３．寸法・形状
たてどい用支持具(角型)は、角形状として標準寸法は表１に示す。

単位：mm

項目

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Ｂ：内寸法

４．表示方法
・印刷物・電子媒体などに、当該商品が長期使用対応部材であることを表示する。

　または、”CjK”マークを表示する。

・製品への表示は任意とし、表示を行う場合は、梱包又は製品に長期使用対応部材で

　あることを表示する。または、”CjK ”マークを表示する。

４０ ４２ ６０

３０ ４５ ４９ ６０
Ａ：取付面からたてどい
　　外周面の寸法

４０ ４５ ６０ ２４ ４９ ２４

寸法

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2025年9月18日

改 訂 日 2026年6月18日
Ｂ

Ｂ

Ａ



５．特記事項
・本支持具はCjK雨樋の使用を前提とする。

・支持具のバンドには、特定のたてどいの形状に合わせた加工があるため、互換性を

　考慮し、交換を行うこと。

６．解説
支持具のバンドにある加工は意匠に含まれるため、基準に含めなかった。

７．共通事項
7.1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

7.2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

８．改訂履歴
8.1 2026年6月18日改訂

”３．寸法・形状”に内寸法４２ｍｍを加えた。

図２－バンドの加工の例

バンドの加工



登録コード 260607160

１．対象部材
࢞レーࢪ用ࣕࢩッࢱー手᥃け(ᶞ⬡製) 略称：CjK 手᥃け

２．標準(共通)化の部位
標準(共通)化の部位を図１に示す。

Ａ：外形ᶓ寸法

Ｂ：外形⦪寸法

Ｃ：外形῝さ寸法

Ｄ：表面ฟ寸法

３．寸法・形状
図１の各部位の寸法を表１に示す。

単位：mm

Ａ：外形ᶓ寸法

Ｂ：外形⦪寸法

Ｃ：外形῝さ寸法

Ｄ：表面ฟ寸法

４．表示方法
部材・印刷物・電子媒体などに、長期使用対応部材であることを表示する。

または、”CjK”マークを表示する。

１．５ ２．０ ２．３

２６ ２㸶 ３３ ３０

１２ １２．５ １３．㸷 １２．㸶

㸶２ 㸶５ １３０ １５２

図１－標準(共通)化の部位

表１－各部位の寸法

項目
寸法

① ② ③ ④

長 期 使 用 対 応 部 材 基 準 書

承 認 日 2026年1月22日



５．特記事項
 ��1 対象の⠊ᅖ

手᥃け部品の材㉁がᶞ⬡製であるものに㝈ᐃする。

 ��2 手᥃け部品の取り付け

・スࣛット加工穴形状、ཬࡧ 手᥃け部品形状の取合い࣓࢖ーࢪを 図２に示す。

・手᥃け部品はスࣛット加工穴にᔐ合にてᅛᐃさࢀるものに㝈ᐃする。

・手᥃け部品取付ᚋ、スࣛット加工穴が㞃ࢀること。

 ��3 手᥃け部品取付部のスࣛット加工穴寸法

・スࣛット加工穴寸法とᘬ手部品寸法との対ẚを表２に示す。

・スࣛット加工穴寸法 ཬࡧ 手᥃け部品寸法を確認し、手᥃け部品を㑅ᐃすること。

単位：mm

Ａ̓：スࣛット穴加工寸法

Ｂ̓：スࣛット穴加工寸法

Ａ　：外形ᶓ寸法

Ｂ　：外形⦪寸法

６．解説
≉䛻䛺䛧

７．共通事項
��1 寸法について

寸法は基準値を示し、公差・許容差を表すものではない。

��2 交換について

交換については、専門知識を有する者が行うことを推奨する。

注記)専門知識を有する者とは：専門的知識、技術、経験を有する者である。

㸶２ 㸶５ １３０ １５２

２６ ２㸶 ３３ ３０

７３ ７㸶 １０３ １０㸷

１㸷 ２１ ２２．５

表２－スࣛット加工穴寸法 ཬࡧ 手᥃け部品寸法

項目
寸法

① ② ③ ④

図２－スࣛット加工穴形状、ཬࡧ 手᥃け部品形状の取合い࣓࢖ーࢪ

A

B

D
C

A’

B’

䝇䝷䝑䝖

ᡭ᥃䛡部ရ
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